


 

本社債はブラジルレアル建てであるため、本社債の価値は為替レートの変動により影

響を受けます。また、本社債は、ブラジルレアル建てですが、本社債の利息及び元本

は、ブラジルレアル貨額を為替参照レートにより換算した円貨額により支払われ、当

該為替参照レートは、日本円と米ドル間の為替レート及びブラジルレアルと米ドル間

の為替レートによって算出されることがあります。そのため、本社債の価値は、ブラ

ジルレアルの金利や日本円と米ドル間及びブラジルレアルと米ドル間の為替レートの

変動の影響を受けて、変動することがあります。 
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【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】 社債 

【今回の売出金額】 8,500,000ブラジルレアル 
（円貨相当額 390,320,000円） 

(平成26年５月23日現在のPTAXレートとしてブラジル中央銀
行により発表された円／ブラジルレアルの換算レートの仲
値の逆数である１ブラジルレアル＝45.92円（小数点以下第
三位を切捨て）の換算レートで換算している。) 

【発行登録書の内容】 

提出日 平成25年５月９日 

効力発生日 平成25年５月17日 

有効期限 平成27年５月16日 

発行登録番号 25－外７ 

発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 7,500億円 

 



【これまでの売出実績】 

（発行予定額を記載した場合） 

番  号 提出年月日 売出金額 
減額による 

訂正年月日 
減額金額 

25-外７-１ 平成 25 年６月 21 日 548,800,000 円 該当なし 

25-外７-２ 平成 25 年６月 28 日 1,877,853,600 円 該当なし 

25-外７-３ 平成 25 年６月 28 日 2,146,500,000 円 該当なし 

25-外７-４ 平成 25 年７月１日 840,000,000 円 該当なし 

25-外７-５ 平成 25 年 11 月８日 396,900,000 円 該当なし 

25-外７-６ 平成 25 年 11 月 11 日 1,014,000,000 円 該当なし 

25-外７-７ 平成 25 年 12 月４日 442,800,000 円 該当なし 

25-外７-８ 平成 25 年 12 月６日 855,000,000 円 該当なし 

25-外７-９ 平成 26 年５月 12 日 278,587,000 円 該当なし 

25-外７-10 平成 26 年５月 12 日 569,687,580 円 該当なし 

25-外７-11 平成 26 年５月 23 日 390,150,000 円（注１） 該当なし 

25-外７-12 平成 26 年５月 30 日 2,421,000,000 円（注２） 該当なし 

25-外７-13 平成 26 年５月 30 日 311,902,272 円（注３） 該当なし 

25-外７-14 平成 26 年６月２日 590,955,000 円（注４） 該当なし 

実績合計額 12,684,135,452 円 減額総額 ０円 

（注１）本欄に記載された日本円金額は、当該社債の売出金額 8,500,000 ブラジルレアルを、平成 26 年５月 16 日現

在の PTAX レートとしてブラジル中央銀行により発表された円／ブラジルレアルの換算レートの仲値の逆数である１

ブラジルレアル＝45.90 円（小数点以下第三位を切捨て）の換算レートで換算したものである。 

（注２）本欄に記載された日本円金額は、当該社債の売出金額 50,000,000 トルコリラを、株式会社三菱東京 UFJ 銀行

が発表した平成26年５月22日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値１トルコリラ＝48.42

円の換算レートで換算したものである。 

（注３）本欄に記載された日本円金額は、当該社債の売出金額 6,441,600 トルコリラを、株式会社三菱東京 UFJ 銀行

が発表した平成26年５月22日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値１トルコリラ＝48.42

円の換算レートで換算したものである。 

（注４）本欄に記載された日本円金額は、当該社債の売出金額 1,500,000 豪ドル、1,500,000 米ドル及び 30,000,000

南アフリカランドを、株式会社三菱東京 UFJ 銀行が発表した平成 26 年５月 26 日現在の東京外国為替市場における対

顧客電信直物売買相場の仲値１豪ドル＝94.19 円、１米ドル＝101.98 円及び１南アフリカランド＝9.89 円の換算レー

トでそれぞれ換算したものの、合計売出金額である。 

 

【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 737,315,864,548円 



（発行残高の上限を記載した場合） 

番  号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額
減額による 

訂正年月日 
減額金額 

該当なし 

実績合計額 該当なし 償還金額 該当なし 減額総額 該当なし 
 

  

【残高】 該当なし 

【安定操作に関する事項】 該当なし 

【縦覧に供する場所】 該当なし 
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第一部【証券情報】 

 

＜ロイズ・バンク・ピーエルシー 2019年１月８日満期 ブラジルレアル建社債（円貨決済型）に関

する情報＞ 

 

第１【募集要項】 

 
該当事項なし。 

 

第２【売出要項】 

 

１【売出有価証券】 
【売出社債（短期社債を除く。）】 

銘    柄 

ロイズ・バンク・ピーエルシー 2019年１月８日満期  

ブラジルレアル建社債（円貨決済型）（以下「本社債」という。） 

（注１） 

売出券面額の総額 

又は売出振替社債 

の総額 

8,500,000 

ブラジルレアル（注２） 
売出価額の総額 

8,500,000 

ブラジルレアル 

売出しに係る社債の

所有者の住所及び氏

名又は名称 

株式会社SBI証券（以下「売出人」という。） 

東京都港区六本木１丁目６番１号 

記名・無記名の別 無記名式 各社債の金額 

5,000 

ブラジルレアル 

（以下「額面金額」と

いう。） 

利  率 年10.00％（注３） 

償還期限 2019年１月８日（注４） 

摘  要 (1) 本社債につき、個別の格付は取得しておらず、取得する予定もない。た

だし、発行会社の現在の長期格付は、スタンダード＆プアーズ・レーテ

ィングズ・サービシズ：A、ムーディーズ・インベスターズ・サービ

ス・インク：A1、フィッチ・レーティングス・リミテッド：A となって

いる（注５）。 

(2) 本社債のその他の主要な事項については、下記「売出社債のその他の主

要な事項」を参照のこと。 

（注１） 本社債は、ロイズ・バンク・ピーエルシー（以下「発行会社」という。）のノート・サティフィケート・アンド・

ワラント・プログラム（以下「本プログラム」という。）により、2014年７月７日（以下「発行日」という。）

に、発行会社によりユーロ市場における引受人（以下「ディーラー」という。）に対して発行される。本社債に適

用ある条項は、本プログラムに係る2014年４月７日付目論見書（以下「本目論見書」といい、その後の補足を含
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む。）及び2014年６月２日に署名予定の本社債に係る補足条件書（以下「本補足条件書」という。）によって与え

られる。本社債は、いかなる取引所にも上場されない予定である。本社債は、ユーロ市場で発行され、日本で売

り出される。本社債のユーロ市場における発行券面総額は券面総額及び売出価額の総額と同額である。 

（注２） 本書における「ブラジルレアル」は、ブラジル連邦共和国の法定通貨であるブラジルレアルを指す。 

（注３） 付利は、2014年７月８日より開始する。詳細については、下記「売出社債のその他の主要な事項 １. 利息」を

参照のこと。 

（注４） 本社債の償還は、本社債の償還期限において、下記「売出社債のその他の主要な事項 ２．償還及び買入れ

（1） 満期における償還」に従い、額面金額である5,000ブラジルレアルを該当するレート計算日における為替参

照レートで換算して計算される円貨額で円貨によりなされる。「為替参照レート」及び「レート計算日」の定義に

ついては下記「売出社債のその他の主要な事項 １．利息」を参照のこと。 

また、本社債は、下記「売出社債のその他の主要な事項 ２.償還及び買入れ （2）税制上の理由による期限前

償還」及び「同 （3）違法又は法令改正による期限前償還」に記載のとおり、期限前償還される可能性がある。

（注５） スタンダード＆プアーズ・レーティングズ・サービシズ、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク及

びフィッチ・レーティングス・リミテッド（以下３社を総称して「本件格付会社」という。）は、本書の日付にお

いて我が国の金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録を行っていない。無登録格付業者は、金融庁の監督及

び信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第３

項第３号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。本件格付会社は、それぞれのグループ内に、

金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として、スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株

式会社、ムーディーズ・ジャパン株式会社及びフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（以下３社を総称

して「登録格付機関」という。）が登録されており、各信用格付の前提、意義及び限界についての記載がインター

ネット上の登録格付機関ホームページ上においてそれぞれ公表されている。 

 

２【売出しの条件】 
売出価格 額面金額の100％ 

申込期間 2014年６月２日より2014年７月３日まで 

申込単位 5,000ブラジルレアル 

申込証拠金 なし 

申込受付場所 売出人の日本における本店及び各支店（注１） 

売出しの委託を受けた者の

住所、氏名又は名称 
該当事項なし 

売出しの委託契約の内容 該当事項なし 

摘  要 受渡期日は2014年７月８日である。 

（注１） 本社債の申込み、購入及び払込みは、各申込人と売出人との間に適用される外国証券取引口座約款に従って

なされる。各申込人は売出人からあらかじめ同約款の交付を受け、同約款に基づき外国証券取引口座の設定

を申し込む旨記載した申込書を売出人に提出しなければならない。 

（注２） 本社債は、1933年米国証券法（その後の改正を含み、以下「米国証券法」という。）、米国のいずれかの州の

証券法又はその他の法域の証券法に基づき登録されておらず、今後登録される予定もない。また、そのよう

に登録される場合を除き、米国内において、又は米国人に対し、米国人の計算で、若しくは米国人のため

に、本社債の勧誘又は売り付けを行ってはならない。ただし、レギュレーションSに依拠する国外取引で非

米国人に対する場合又は米国証券法の登録義務の免除若しくは当該登録義務に服さない取引に従う場合で、

かつ、その他の適用ある証券法を遵守する場合はこの限りではない。本項において使用される用語は、米国

証券法に基づくレギュレーションSにより定義された意味を有する。 

（注３） 本社債は、米国税法のTEFRA Dに従う。米国の税務規則により認められた場合を除き、米国若しくはその属

領内において、又は、米国人（United States Person）に対して、本社債の募集、売出し又は交付を行って

はならない。本項において使用される用語は、米国内国歳入法及びそれに基づくレギュレーションにおいて

定義された意味を有する。 

（注４） ディーラーに対する本社債の割当後、本社債は(i)連合王国以外に居住又は所在する者に対して、(ii)欧州

経済地域（European Economic Area）の加盟国以外に居住又は所在する者に対して、又は(iii)発行会社及

びディーラーいずれにも目論見書指令（Prospectus Directive）第３条（若しくはその他連合王国及び欧州

経済地域の加盟国において施行されている慣行）に基づく目論見書公表義務、又は目論見書指令第16条（若

しくはその他連合王国及び欧州経済地域の加盟国において施行されている慣行）に基づく目論見書補遺の公

表義務を負わない場合においてのみ勧誘され販売される。 
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売出社債のその他の主要な事項 

１. 利 息 

(1) 各本社債の利息は、額面金額に対して年 10.00％の利率で、利息起算日である 2014 年７月８

日（同日を含む。）からこれを付す。利息の支払いは、2015 年１月８日を初回とし、それ以降上

記売出要項に記載の償還期限（以下「満期償還日」という。）又は期限前償還される日まで、毎

年１月８日及び７月８日（以下、それぞれを「利払日」という。）に、下記「３. 支払い」の規

定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日（同日を含む。）か当該

利払日（同日を含まない。）までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 ブラジルレアルの各

本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間につき 250.00 ブラジルレアルである。ただ

し、利息額の支払いは、該当するレート計算日に計算代理人（以下に定義される。）により以下

の算式に従って換算される円貨額（ただし、１円未満は四捨五入されるものとする。）で、円貨

によってなされる。 

各利払日における利払円貨額 ＝ 250.00 ブラジルレアル × 為替参照レート 

利払日が営業日（以下に定義される。）に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする（た

だし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。）。なお、かかる調整がなされた

場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない。 

「営業日」とは、ロンドン、ニューヨーク、サンパウロ及び東京において、商業銀行及び外国

為替市場が支払いの決済を行っている日(土曜日及び日曜日を除く。)をいう。 

「為替営業日」とは、為替参照レートにつき、該当する主要金融センター（以下に定義され

る。）において、商業銀行及び外国為替市場が支払いの決済を行い、かつ、一般的な業務（外国

為替市場の実務に従って外国為替及び外貨預金を扱う業務を含む。）を行っている日、又は為替

障害事由（以下に定義される。）が発生していなければ支払いの決済を行い、かつ、一般的な業

務を行っていた日をいう。 

「為替参照レート」とは、ブラジル中央銀行が SISBACEN データシステム上で、取引コード

PTAX-800（「Consulta de Cambio」又は「Exchange Rate Inquiry」）、オプション５（「Cotacões 

para Contabilidade」又は「Rates for Accounting Purposes」）として記録し、ブルームバーグ

の <BZFXJPY index> ペ ー ジ 又 は ブ ラ ジ ル 中 央 銀 行 の ウ ェ ブ サ イ ト

（http://www.bcb.gov.br/?english）（又は、該当するレートが当該時点においてかかるページ

若しくはサイトに公表若しくは発表されない場合は、計算代理人による単独のかつ完全な裁量に

よって決定される継承機関又は代替のページ若しくは公表手段）において、該当するレート計算

日の午後１時 15 分頃（サンパウロ時間）に１円当たりのブラジルレアルの数値として表示され

る、円／ブラジルレアルコマーシャル・レートのアスクの数値の逆数（小数点以下第三位を四捨

五入する）として決定されるブラジルレアルから円への為替レートをいう。ただし、ブルームバ

ーグの<BZFXJPY index>ページとブラジル中央銀行のウェブサイトに表示される円／ブラジルレ

アルコマーシャル・レートが相違する場合は、ブラジル中央銀行のウェブサイトに表示される円

／ブラジルレアルコマーシャル・レートが優先される。 

「為替障害事由」とは、計算代理人の判断による、以下の事由のいずれかの発生又は存在をい

う。 
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（i） 為替評価ページ障害 

（ii） プライス・マテリアリティ 

「為替障害日」とは、為替障害事由が発生した日をいう。 

「為替評価ページ障害」とは、レート計算日において又はレート計算日につき（又は、異なる

場合には、レート計算日におけるレートが該当する評価ページに通例公表若しくは発表される日

とする。）、為替参照レートの取得が不可能又は実行不可能となることをいう。 

「計算代理人」とは、ビー・エヌ・ピー・パリバ又はその承継者をいう。 

「主要金融センター」とは、ロンドン、ニューヨーク、サンパウロ及び東京をいう。 

「不定期休日」とは、ある日につき、当該日が為替営業日以外の日であり、かつ、当該日の２

為替営業日前の日の午前９時（該当する主要金融センターの現地時間）までに、市場が当該日が

為替営業日でないことを公表又はその他の公開されている情報を参照することによっては認識で

きなかった日をいう。 

「プライス・マテリアリティ」とは、ブラジル中央銀行が、該当するレート計算日の午後１時

15 分頃（サンパウロ時間）までに、SISBACEN データシステム上で、取引コード PTAX-800

（「Consulta de Cambio」又は「Exchange Rate Inquiry」）、オプション５（「Cotacões para 

Contabilidade」又は「Rates for Accounting Purposes」）として発表したブラジルレアル／米

ドルのオファー・レートが、指定－クロス通貨為替レート（下記「３．(3) 為替障害」に定義

される。）と少なくとも３％相違することをいう。ただし、当該指定－クロス通貨為替レートに

つき、該当する為替評価ページ（エマージング・マーケッツ・トレーディング・アソシエーショ

ン（EMTA）のウェブサイト（www.emta.org））において為替レートが公表されていない場合、プ

ライス・マテリアリティは発生したものとみなす。 

「レート計算営業日」とは、レート計算ビジネスセンター（以下に定義される。）において、

商業銀行が一般的な営業（外国為替の取引を含む。）を行っている日（土曜日又は日曜日を除

く。）をいう。 

「レート計算日」とは、利払日、満期償還日又は期限前償還金額（下記「２．(2) 税制上の

理由による期限前償還」に定義される。）若しくはその他の金額の支払期日につき、かかる利払

日、満期償還日又はその他の日から５レート計算営業日前に該当する日をいう。ただし、該当日

が不定期休日又は為替障害日である場合、レート計算日は、下記「３． (3) 為替障害」に従っ

て決定される。 

「レート計算ビジネスセンター」とは、ロンドン、ニューヨーク、サンパウロ及び東京をいう。 

(2) 本社債は、その最終の償還の日以降は利息（もしあれば）を付さない。ただし、呈示が求め

られる場面で本社債の適法な呈示がなされたにもかかわらず、元本の支払いが不当に留保又は拒

絶された場合又はその他支払いの不履行があった場合は、本「１. 利息」に記載された利率及び

方法に従って、関連日（下記「８．課税上の取扱い － 連合王国の租税」に定義される。同日

を含まない。）まで、（判断の前後を問わず）継続して利息が付される。 

(3) 各本社債につき支払われる利息の金額は、各本社債の額面金額に、該当する期間に応じて上

記に記載の利率を乗じて得られた金額に、下記の算式に基づき当該期間（以下「計算期間」とい

う。）の日数を 360 で除して得られた商を乗じることにより計算される。ただし、かかる計算に

使用される、及びかかる計算によって算出されるすべての円貨額は、１円未満を四捨五入して計

算する。 
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日数計算 ＝ 
[360 × (Y2 － Y1)] ＋ [30 × (M2 － M1) ]＋ (D2 － D1) 

360 

上記の算式において、 

「Y1」とは、計算期間の初日が属する年を数字で表したものをいう。 

「Y2」とは、計算期間に含まれる末日の翌日が属する年を数字で表したものをいう。 

「M1」とは、計算期間の初日が属する暦月を数字で表したものをいう。 

「M2」とは、計算期間に含まれる末日の翌日が属する暦月を数字で表したものをいう。 

「D1」とは、計算期間の初日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かかる数字が

31 の場合、D1 は 30 になる。 

「D2」とは、計算期間に含まれる末日の翌日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、

かかる数字が 31 であり、D1 が 29 より大きい数字の場合、D2 は 30 になる。 

ただし、計算期間の日数は、計算期間の初日（同日を含む。）から計算期間の末日（同日を含

まない。）までを計算する。 

(4) 投資リターンの性質 

本社債権者（下記「11. その他」に定義される。）に支払われる利息は、発行会社による元本

利用の対価、及び、本社債権者が初期投資元本を回収できないリスク又は投資リターンが不確実

であるというリスクを引き受けたことの対価としての性質を有する。 

２. 償還及び買入れ 

(1) 満期における償還 

各本社債は、下記に従い償還期限前に償還又は買入消却がなされない限り、満期償還日に、額

面金額 5,000 ブラジルレアルの各本社債につき額面金額の 100％（以下「最終償還金額」とい

う。）で償還される。 

最終償還金額は、上記「１．利息」及び下記「３．支払い」の規定に従って、該当するレート

計算日における為替参照レートに基づき、下記の算式に従い円貨に換算された円貨額（計算代理

人によって決定される。）により支払われる（ただし、１円未満を四捨五入するものとする。）。 

最終償還金額の円貨額 ＝5,000 ブラジルレアル × 為替参照レート 

満期償還日が営業日に当たらない場合には、翌営業日を満期償還日とする（ただし、かかる日

が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。）。 

(2) 税制上の理由による期限前償還 

(ⅰ) 次の利払日若しくは満期償還日又はそれ以前に本社債の元本又は利息の期限が到来した

と仮定したとしたら（実際に期限が到来するか否かは問わない。）、発行会社がコントロー

ルできない理由（合理的な努力を尽くした場合に限る。）によって、下記「８．課税上の

取扱い － 連合王国の租税」の規定に従って追加額の支払いを行うことなくかかる元本

又は利息を支払うことができない場合、発行会社はその選択において、下記「10．通知」

の規定に従って 30 日以上 60 日未満の事前通知を提出することにより、いつでも、その時

未償還の本社債の全部（一部は不可）について、期限前償還金額（もしあれば、当日（同

日を含まない。）までに発生した経過利息を含む。）にて償還することができる。 
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「解約コスト」とは、各本社債について、発行会社、ヘッジ・パーティー（以下に定義

される。）及び／又はその関連会社（以下に定義される。）が関連するスワップ契約又はそ

の他のヘッジ手段（発行会社、ヘッジ・パーティー及び／又はその関連会社がヘッジ手段

として保有するあらゆる種類の商品のオプション又は売却若しくは現金化の手段が含まれ

るが、これに限定されず、かつ重複しないものとする。）を解除若しくは調整することに

よって生じるあらゆる損失、経費及び税金控除又はその他の税効果の損失をいう。解約コ

ストを考慮するためのこれらは、すべて発行会社の単独の裁量により計算される。 

「関連会社」とは、ある会社（以下「第一会社」という。）との関係で、第一会社によ

って直接的又は間接的に支配される他の会社、第一会社を直接的又は間接的に支配する他

の会社、又は第一会社と相互に直接的又は間接的な支配関係にある他の会社をいう。ここ

にいう「支配」とは、会社の議決権の過半数を有していることをいう。 

「期限前償還金額」とは、各本社債について、最終償還金額に等しい金額をいい、解約

コストを全て考慮した上で調整される。期限前償還金額は、該当するレート計算日に、当

該期限前償還金額に為替参照レートを適用することにより、計算代理人によって決定され、

円貨に換算された円貨額により支払われる（ただし、１円未満を四捨五入するものとす

る。）。 

「ヘッジ・パーティー」とは、本社債について、ヘッジ又は関連する取引のポジション

を通じて当該本社債の価格リスクをヘッジする取引を行っているあらゆる当事者をいう。 

(ii) 上記努力を行う発行会社の義務のみを条件として、発行会社が財務代理人（下記「４. 

財務代理人及び支払代理人」に定義される。）に対して、財務代理人が満足する独立した

法律顧問若しくは会計士による証明書（財務代理人が満足する様式に従ったもの）を提出

し、かかる証明書において、上記のような状況が存在すること、又は、連合王国の租税法

令（若しくはその関連規制）に変更があった場合、又は連合王国においてかかる法令等の

解釈に権限を有する監督官庁に変更があった場合（かかる変更については、かかる証明書

が提出された日において、法律顧問若しくは会計士の意見において利払日以前にかかる変

更が実現されることが合理的に推測される場合に限る）に、上記のような状況が存在する

結果になることを示すことで、上記の状況の存在確定の要件としては足りるものとする。 

(3) 違法又は法令改正による期限前償還 

発行会社が、適用ある現在又は将来の法律、規程、規則、判決、命令又は政府、行政、立法若

しくは司法の当局若しくは権限による指令（ただし、法的拘束力がないものについては、当該指

令が適用される者にとって、当該指令を順守することが一般慣行である場合に限る。）に基づき、

本社債上の義務を履行し又は本社債上の地位をヘッジする手段を保有、取得又は処分することが、

（ⅰ）不法、違法となり又は全部若しくは一部について禁止された若しくは禁止される旨、又は

（ⅱ）発行会社の負担する費用を著しく増加（租税債務の増加、税法上の特典の減少又は発行会

社及び／又はその関連会社の税制上の地位に対するその他の負の影響を含むが、これに限定され

ない。）させる旨を誠実に決定した場合（以下「違法」という。）、発行会社はその選択において、

下記「10．通知」の規定に従って 30 日以上 60 日未満の事前通知を提出することにより、いつで

も、その時未償還の本社債の全部（一部は不可）について、期限前償還金額（もしあれば、当日

（同日を含まない。）までに発生した経過利息を含む。）にて償還することができる。 
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(4) 買入れ 

発行会社、その子会社、関連会社、持株会社、又はかかる持株会社の子会社は、公開市場その

他において、随時いかなる価格でも本社債を買入れることができる。 

かかる方法で買い入れられた又は他の方法により取得された本社債は、発行会社の裁量により、

保有し、再販売し、若しくは消却のために引き渡すことができる。 

(5) 本社債の消却 

発行会社、その子会社、持株会社、又はかかる持株会社の子会社によって買い入れられた本社

債のすべては、消却のため財務代理人に引き渡される場合がある。その場合、財務代理人に各無

記名社債券及び期限未到来の利札を引き渡すものとし、引き渡された本社債は、発行会社が償還

した本社債のすべてとともに消却される。消却のために引き渡された本社債は、再発行又は再販

売することができず、かかる本社債に関する発行会社の義務は免除される。 

３. 支 払 い 

(1) 本社債に関する元本及び利息の支払いは、（以下に服することを条件として）米国外に所在す

る支払代理人（下記「４．財務代理人及び支払代理人」に定義される。）の指定事務所における

当該本社債の呈示及び引渡しにより日本円での支払指示の小切手により行われるか、又は所持人

の選択により、日本の銀行において日本円建てで開設された口座への送金により行われる。 

(2) 財務法令に基づく支払い 

下記「８. 課税上の取扱い － 連合王国の租税」に定められた場合を除き、本社債に関する

支払いは、いかなる場合においても、支払いがなされる場所において適用のある財務その他の法

令及び規則、並びに発行会社又は各本件代理人（以下に定義される。）が従うことに同意したそ

の他の法令及び規則に従って行われるものとし、発行会社は、かかる法令、規則又は合意によっ

て課されるいかなる性質の税金又は賦課金も負わない。 

かかる支払いに関し、本社債権者に手数料や費用はかからない。発行会社は、発行会社が、米

国連邦所得税法又は発行会社と税務当局の合意を遵守するために必要な証明又は情報を支払代理

人に提供するように、本社債に関する本社債権者に対して要求する権利を留保する。 

「本件代理人」とは、財務代理人、支払代理人及び計算代理人をいう。 

(3) 為替障害 

レート計算日が下記の規定に従って延期された場合、当該支払いは延期されたレート計算日の

５営業日後になされるものとする。当該遅滞について、追加利息の支払義務は発生しないものと

する。 

計算代理人によってレート計算日が為替障害日である旨判断された場合、計算代理人は、適用

される為替障害代替措置（以下に定義される。）に従って、当該レート計算日における為替参照

レートを決定するものとする。かかる文脈において、「レート計算日」との記載は、以下の規定

において不定期休日に従って延期されたレート計算日を意味するとみなされるものとする。 

計算代理人が、為替参照レートに関するレート計算日が不定期休日に該当する旨判断した場合、

当該為替参照レートに関するレート計算日は、直後の不定期休日ではない最初の為替営業日とす

る。ただし、計算代理人が、当該最初の為替営業日が当該レート計算日直後の 30 暦日に該当す
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る日までに到来しなかった旨判断した場合には、当該期間の直後で不定期休日に該当しなければ

為替営業日であった最初の日をレート計算日とみなすものとする。 

「為替決済日」とは、ロンドン及び各為替決済ビジネスセンター（以下に定義される。）にお

いて、商業銀行及び外国為替市場が支払いの決済を行う日をいう。 

「為替決済ビジネスセンター」とは、ニューヨーク及びサンパウロをいう。 

「為替障害代替措置」とは、参照為替評価代替措置をいい、かかる参照為替評価代替措置が実

行不可能な場合には、計算代理人決定措置をいう（それぞれ、以下に定義される。）。 

「クロス－支払通貨為替レート」とは、クロス通貨（以下に定義される。）を支払通貨（以下

に定義される。）に交換する為の為替レートで、該当するレート計算日の午後４時（ニューヨー

ク時間）頃に、ロイタースクリーンの「JPNW」ページ（又は、該当するレートが当該時点におい

てかかるページ若しくはサイトに公表若しくは発表されない場合は、計算代理人による単独のか

つ完全な裁量によって決定される継承機関又は代替のページ若しくは公表手段）において公表さ

れる米ドル／円外国為替相場のビッド・レートをいい、１米ドル当たりの日本円の数値として表

される。 

「クロス通貨」とは、アメリカ合衆国ドル（米ドル）をいう。 

「計算代理人決定措置」とは、為替障害日の発生による影響を受けた為替参照レートについて、

計算代理人が関連すると誠実に判断した、あらゆる入手可能な情報を考慮した上で、計算代理人

が当該為替障害日における為替参照レート（又はかかる為替参照レートを決定する方法）を決定

することをいう。 

「参照為替評価代替措置」とは、為替障害日の発生による影響を受けた為替参照レートについ

て、指定通貨（以下に定義される。）で表される額を指定－クロス通貨為替レート（以下に定義

される。）を用いてクロス通貨に交換した額を、さらに、クロス－支払通貨為替レートを用いて

支払通貨に交換して得られる為替レート（小数点以下第三位を四捨五入する。）に従って、計算

代理人が当該為替障害日における為替参照レートを決定することをいう。 

「指定－クロス通貨為替レート」とは、指定通貨をクロス通貨に交換する為の為替レートで、

関連するレート計算日の午後３時 45 分（サンパウロ時間）頃に、エマージング・マーケッツ・

トレーディング・アソシエーション（EMTA）のウェブサイト（www.emta.org）（又は、該当する

レートが当該時点においてかかるページ若しくはサイトに公表若しくは発表されない場合は、計

算代理人による単独のかつ完全な裁量によって決定される継承機関又は代替のページ若しくは公

表手段）において公表される２為替決済日後の決済のための米ドル／ブラジルレアル外国為替レ

ートをいい、１米ドル当たりのブラジルレアルの数値として表される、EMTA ブラジルレアル産業

調査レートをいう。なお、指定－クロス通貨為替レートは、EMTA（又は EMTA がその完全な裁量

において選任するサービス提供者）により、EMTA ブラジルレアル産業調査方法論（指定通貨為替

レートを決定するための、ブラジルレアル／米ドルの直物市場に活発に参加しているブラジルの

金融機関の集中的産業調査のための 2004 年３月１日付方法論（そのときどきの訂正を含む。））

により計算される。 

「指定通貨」とは、ブラジルレアルをいう。 

「支払通貨」とは、日本円をいう。 
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４. 財務代理人及び支払代理人 

  発行会社によって任命された当初の財務代理人及び支払代理人の名称及び指定事務所は、以下

のとおりである。 

財務代理人及び支払代理人 

名 称： シティバンク・エヌエイ ロンドン支店 (Citibank, N.A., London Branch) 

住 所： 連合王国 E14 5LB ロンドン市 カナリーワーフ カナダ・スクエア シティグループ

センター21F 

(21st Floor, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, 

United Kingdom) 

代理契約の規定に従い、財務代理人及び支払代理人は、発行会社の代理人として単独で行為し、

本社債権者のための又は本社債権者側の代理人や受託者としての責務や関係を負わない。発行会

社は、いかなるときも財務代理人及び支払代理人の任命を変更又は終了し、追加の又は別の支払

代理人を任命する権利を留保する。ただし、発行会社はいかなるときも (i) 財務代理人、(ii)

計算代理人及び(iii) 貯蓄収入への課税に関する欧州理事会指令（European Council 

Directive）2003/48/EC 又はかかる指令を施行、遵守又は確認するために導入される法律に従っ

て、税金を源泉徴収又は控除する義務を負わない欧州連合加盟国内に支払代理人を常に維持しな

ければならない。 

支払代理人又はその指定事務所の変更は、下記「10. 通知」に従って、発行会社から本社債権

者に速やかに通知される。 

５. 本社債の地位 

適用ある法令の強制適用条項による例外を除き、本社債は、発行会社の無担保かつ非劣後の債

務を構成し、その間に優先関係はなく、発行会社のその他すべての現在及び将来の無担保かつ非

劣後の債務と少なくとも同順位である。 

６. 債務不履行事由及び執行 

以下の事由の発生を債務不履行事由（以下、それぞれを「債務不履行事由」という。）とし、

債務不履行事由が発生した場合、本社債の所持人は、財務代理人の指定事務所において、財務代

理人に対し、本社債は期限の利益を喪失した旨の書面による通知を提出することができる。これ

により、本社債は、直ちに支払期限が到来し、期限前償還金額（もしあれば、経過利息も含

む。）にて支払われるものとする。  

(1) 発行会社が本社債につき支払期日の到来した元本又は利息に関する支払いを支払期日から 14

日以上懈怠した場合（ただし、発行会社が、(i)財務若しくはその他の法令、規則、管轄ある法

域の裁判所の命令又は発行会社（又は財務代理人、関連する支払代理人若しくは本社債の所持

人）と税務当局の合意を遵守するため、又は(ii)かかる法令、規則又は命令の有効性又は適用可

能性に疑義が存在する場合において、独立した法律顧問によりかかる有効性又は適用可能性につ

いて上記 14 日間以内になされた助言に従って、かかる支払いを差し控えるか又は拒絶する場合

を除く。）、又は 
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(2) 再建又は併合を目的とするものを除き、発行会社の解散命令又は解散のために有効な決議がな

された場合。 

７. 社債権者集会、修正及び債務引受け 

(1) 社債権者集会 

代理契約は、社債権者の利益に影響を与える事項を検討するための社債権者集会の招集に関す

る規定を有している。例えば、特別決議（代理契約において定義される。）による本社債の要項

又は代理契約の修正が含まれる。ただし、代理契約の一定の条項は、特別定足数の規定が適用さ

れる特別決議による承認がある場合のみ修正できる。 

社債権者集会において適式に決議された特別決議は、すべての社債権者（当該特別決議に参加

していたか否かを問わない。）を拘束する。 

すべての未償還の本社債のうち額面金額の 66％を保有する本社債権者によって可決されれば、

決議は書面にて行うことができる。 

本社債の要項は、いかなるシリーズの社債についても、変更される可能性がある。 

(2) 修 正 

発行会社は、以下のいずれかの場合には、本社債権者の承諾なく、発行会社が必要又は望まし

いとみなす方法によって、本社債の要項及び／又は代理契約の修正を行うことができる。 

(ⅰ) 発行会社の単独のかつ完全な裁量により、かかる修正が本社債権者の利益に著しく不利

に働くものではない場合（ただし、本社債の所持人個別の事情又は特定の法域における当

該調整がもたらす税効果若しくはその他の影響は考慮しない。）。 

(ⅱ) かかる修正が、形式的、軽微若しくは技術的な性質を有するもの、明白な誤記の修正や

本社債の要項及び／若しくは代理契約において記載に不備のある条項を修正若しくは補完

するもの、又は発行会社の設立を管轄する法の強行法規に従ったものである場合。 

本社債権者を拘束する上記修正の通知は、下記「10. 通知」に従って本社債権者になされるが、

かかる通知を懈怠した場合又は通知を受領しなかった場合であっても、かかる修正の効力に影響

はない。 

(3) 発行会社の債務引受け 

発行会社（又は以前に債務引受けした会社）は、本社債から生じ又は本社債に関するすべての

債務についての主債務者として、本社債権者の同意を得ることなく、いつでも発行会社（又は以

前に債務引受けをした会社）のために、他の会社（以下「債務引受会社」という。）に当該債務

を引き受けさせる権利を有するものとする。ただし、(a) 本社債が、債務引受会社の、有効でか

つ法的拘束力を有し、執行力のある債務を表章することを確実にするために採るべき措置、満た

されるべき条件及び実行されるべき事柄（必要な同意を得ることも含まれる。）が採られ、満た

され、実行されており、かつ有効に存続していること、(b) 債務引受会社は、本社債から生じ又

は本社債に関するすべての債務を引き受けるとともに、代理契約の一当事者になる（及び必要な

修正もなされている）こと、(c) （i）債務引受会社が発行会社の持株会社（持株会社は現在ロ

イズ･バンキング・グループ・ピーエルシー（会社番号 SC095000）である。）であるか、又は

（ii）本社債に関する債務引受会社の債務が発行会社によって無条件かつ取消不能の形で保証さ

れること、並びに(d) 発行会社はかかる債務引受けを行う日より少なくとも 30 日前に本社債権

者に対し下記「10. 通知」に従って通知をすることを条件とする。 



 - 11 -

本「７．社債権者集会、修正及び債務引受け」に基づく債務引受けの場合、財務代理人は、そ

の完全な裁量において、当該本社債権者の同意を得ることなく、本社債及び／又は代理契約の準

拠法を変更することができる。ただし、かかる変更が本社債権者の利益を著しく侵害しないと財

務代理人が考える場合に限る。 

以下は、代理契約別紙 10 に収録される社債権者集会の規定の抜粋である。なお、当該抜粋記

載の用語のうち本書に定義されていない用語については、代理契約又は本目論見書に定義された

意味を有する。 

 

集会の招集 

1 発行会社、又は差し当たり未償還の当該シリーズ本証券数の 10%以上を保有する本証券所持

人は、書面で発行会社に要望して証券所持人集会を招集することができる。それら各集会は、

発行会社が承認する場所で開催されるものとする。 

2 本証券所持人には、少なくとも 21 日前（通知が行われる日及び集会が開催される日を除

く。）に通知が行われるものとする。通知は、集会の日時及び場所並びに提案される決議の性

質を明示し、要項に指定された方法で交付されるものとする。不測の出来事により本証券所

持人に対する通知が行われなかったこと、又は本証券所持人により受領されなかったことに

より、集会の手続が無効とされることはない。 

議 長 

3 各集会では、発行会社により書面で指名された者（本証券所持人でもよいが本証券所持人で

ある必要はない。）が議長に就任する資格を有するものとする。ただし、かかる指名がなかっ

た場合、又はいずれかの集会において指定された集会の開催時刻から 15 分以内に指名された

者が出席しなかった場合は、出席している本証券所持人がその中の１名を議長に選出するも

のとする。 

定足数及び延会 

4 かかる集会（特別決議を目的とする場合を除く。）で議事を処理するための定足数は、本証券

又は議決権証書を保有する者及び/又は議決権行使代理人で、かつその時点における当該シリ

ーズ本証券に関して全体で（社債券又は額面金額が規定されている C&W 証券の場合は）元本

金額又は額面総額の 10%以上、又は（額面金額が規定されていない C&W 証券の場合は）本証

券数の 10%以上を保有する又はそれらを代表する２名以上の者とする。本証券所持人の集会

で特別決議を行う場合の定足数は、本証券又は議決権証書を保有する者及び/又は議決権行使

代理人で、かつその時点における当該シリーズ本証券に関して全体で（社債券又は額面金額

が規定されている C&W 証券の場合は）元本金額又は額面総額の 50%以上、又は（額面金額が

規定されていない C&W 証券の場合は）本証券数の 50%以上を保有する又はそれらを代表する

２名以上の者とする。議事の開始時点において必要な定足数の出席がない集会では、（議長の

選出の場合を除く。）議事の処理が一切行われないものとする。 

5 本証券所持人の要求で招集された集会において指定された時刻から 30 分以内に定足数の出席

がない場合、その集会は解散されるものとする。その他の場合は、14 日以上 42 日以下の期

間で、場合に応じ議長が指定する日時及び場所へ集会が延期されるものとする。そのような

延期後の集会（特別決議を目的とする場合を除く。）では、本証券又は議決権証書を保有する
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者又は議決権行使代理人の２名以上（保有又は代表している関連本証券の金額や口数を問わ

ない）の出席が定足数を構成して、あらゆる決議を行う権限を有し、必要な定足数の出席が

あったとすれば延期前の集会で適正に処理することができたであろうと考えられるすべての

議題について決定することができるものとする。特別決議を目的とする集会の延期後の集会

における定足数は、本証券又は議決権証書を保有する者及び／又は議決権行使代理人で、か

つその時点における当該シリーズ本証券に関して、全体で（社債券又は額面金額が規定され

ている C&W 証券の場合は）元本金額又は額面総額の 10%以上、又は（額面金額が規定されて

いない C&W 証券の場合は）本証券数の 10%以上を保有する又はそれらを代表する２名以上の

者とする。 

6 定足数が充足された集会の議長は、その集会の同意の下にその集会の延期及び場所を変更で

きる（集会により指示された場合は必ずそうしなければならない。）。ただし、延期後の集会

では、延期前の集会で適法に処理することができたであろうと思われる議題以外の議題を処

理してはならないものとする。 

7 定足数を充足しなかったために延期となった集会については、少なくとも 10 日前に当初集会

の場合と同じ方法で通知されるものとし、かつその通知には延期される集会に必要な定足数

が記載されるものとする。上記を条件として、延期後の集会に関する通知の交付は必要ない

ものとする。 

議決の取決め 

8 集会に提出された各議案は、第１に挙手により採決されるものとし、賛否同数の場合は投票

で決するものとする。挙手の場合及び投票の場合のいずれにおいても、議長は本証券所持人

として又は議決権行使代理人として有するひとつ又は（もしあれば）複数の議決権に加え、

決定投票権を有する。 

9 いずれの集会においても、議長、又は本証券あるいは議決権証書のひとつ以上を所持する者

あるいは議決権行使代理人でありかつ全体でその時点における未償還の（社債券及び額面金

額が規定されている C&W 証券の場合は）元本金額あるいは額面総額の 10%以上若しくは（額

面金額が規定されていない C&W 証券の場合は）当該シリーズ本証券数の 10%以上を保有若し

くは代表する１名又は複数名の出席者が（挙手の結果の宣言時又はそれ以前に）投票を要求

した場合を除き、決議案が可決された、又は特定多数により可決された、又は否決された、

又は特定多数による可決がなされなかった旨の議長の宣言は、当該決議案に対する賛成又は

反対の投票数又は割合を証拠として記録しなくても、当該事実の決定的証拠となる。 

10 いずれかの集会において投票が要求された場合には、以下の規定を前提として、議長が指示

するところに従い直ちに又は延期後の集会で投票を行うものとし、かかる投票の結果は、投

票が要求されその要求について投票が行われた日現在の決議とみなされるものとする。投票

の要求は、投票が要求された議案以外の議題の決議に関する集会の継続を妨げるものではな

い。 

11 かかるいずれの集会においても、議長の選任又は延会の問題に関して要求された投票は、延

会とすることなく当該集会において行う。 

12 第 11 条の規定を前提として、いずれの集会においても以下のとおりとする。 
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12.1 挙手の場合には、直接出席している各本証券所持人又は（法人の場合）適法に授権された代

表者、及び議決権証書を保有する各人、及び議決権行使代理人（この場合は彼自身が本証券

所持人であるか否かを問わない）である各人が、それぞれ１議決権を有する。 

12.2 投票の場合には、直接出席しているか又は議決権行使代理人により出席している各本証券所

持人、及び上述した議決権証書の各所持人が、所持する各本証券又は当該議決権証書により

表象される各本証券に関してそれぞれ１議決権を有する。 

複数の議決権を有する者は、行使可能なすべての議決権の行使又はすべての議決権の投票を、

同一の形で行う必要がない。 

13 本証券所持人の集会に出席して議決権を行使する権利を有する本証券所持人は、自身の代わ

りに他の者を、集会に出席して議決権を行使する議決権行使代理人に任命する権利を有する。

本証券所持人は、保有する本証券の各整数倍部分をそれぞれ代表する別々の議決権代理人を、

その内容を任命証書に指定して任命することができる。ただし、発行会社に別途許可された

場合を除き、本証券所持人は２名を超える議決権行使代理人を任命することはできない。各

議決権行使代理人証書は、発行会社がその時々において承認する様式によるものとする。効

力発生のためには、議決権代理行使委任状を、その署名権限を証する委任状（もしあれば）

あるいはその他の授権書（もしあれば）又は公証人の証明が付されたそれらの写しと共に、

集会又は延期後の集会の開催時刻の 48 時間前までに、発行会社の登記上の本社又は指定され

たその時点の関連代理人の事務所に預託されなければならない。ただし、発行会社は、議決

権代理行使委任状の預託に関して発行会社が適切と考える追加の又はその他の規則を随時指

定することができるものとする。議決権行使代理人又は議決権証書の所持人が本証券所持人

である必要はない。 

14 個々の議決権一括行使指図書は、（発行会社が要請した場合には）発行会社が満足する形で関

連代理人又は（該当する場合には）関連本証券所持人のために適式に作成されたという証拠

を添えて、議決権の行使を予定する集会又は延期後の集会の開会時刻の 48 時間以上前に指定

された関連代理人の事務所（又は発行会社が合理的に指定して本証券所持人に通知したその

他の場所）に預託するものとし、この預託が行われなかった場合、議決権一括行使指図書は、

かかる集会又は延期後の集会が議事に進む前に当該集会の議長が異なる決定をしない限り、

有効なものとしては取り扱われないものとする。発行会社は、議決権一括行使指図書の有効

性又はこれに氏名が記載された議決権行使代理人の権限を、調査したり顧慮したりする義務

を負わないものとする。 

15 議決権一括行使指図書又は議決権代理行使委任状の条項に従って行われた議決権行使は、当

該議決権一括行使指図書若しくは議決権代理行使委任状又はこれらの行使の根拠となった本

証券所持人の指示が事前に取り消されたり変更されたりした場合であっても、有効であるも

のとする。 

出席者 

16 諸代理人、登録代理人、発行会社、及びそれぞれの法律顧問と財務顧問は、本証券所持人の

集会に出席して発言する権利を有する。上記の者を除き、いかなる者も本証券所持人の集会

に出席したり議決権を行使したりする権利がなく、また他の者に加わってそのような集会の

招集を要望する権利もないものとする。ただし、その者が本証券所持人、又は法人である本

証券所持人の適正に授権された代表者、又は議決権証書の所持人、又は適正に任命された議

決権行使代理人である場合を除く。基本 C&W 要項に定義され規定された C&W 権利行使通知が
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受領されていても、未だ権利行使されていないワラントには、ワラント所持人集会に出席し

たりそこで議決権を行使したりする権利が与えられず、また集会の招集に加わったり、集会

において定足数の勘定に加わったりする権利も与えられていない。 

集会の権能 

17 要項に異なる規定がなければ、本証券所持人は本証券所持人集会において、発行会社又は本

証券所持人が保有する権限の一般性を害うことなく、特別決議により行使することができる

以下のような権能を有するものとする。 

17.1 発行会社と本証券所持人又はそれらの一部との間で締結することが提案された和解又は協定

を認める権能 

17.2 代理契約、要項その他のいずれに基づいて発生した権利であるかを問わず、発行会社に対す

る本証券所持人の権利の修正、破棄、変更、和解又は協定に関して、発行会社の提案を認め

る権能 

17.3 本証券を発行会社又はその他法人の株式、債券、社債又はその他の証券と交換又はそれらで

代替すること、又はそれらに転換することに関する、発行会社の提案を認める権能 

17.4 要項及び／又は代理契約の規定について発行会社が提案する変更に同意する権能 

17.5 何らかの特別決議を行いそれを実施するために必要なすべての書類、行為及び事項に対し、

同意、調印、実行する権限をいずれかの者に付与する権能 

17.6 代理契約又は要項に基づいて何らかの者が責任を負うこととなった行為又は不作為に関して、

その者の責任を免除しその者を免責する権能 

17.7 代理契約の規定又は要項に基づいて特別決議により付与することが要求されている権限、指

図又は許可を付与する権能 

17.8 本証券所持人の利益を代表するひとつ又は複数の委員会にいずれかの者（本証券所持人か否

かを問わない）を任命し、本証券所持人が特別決議により自ら行使することができる権能又

は裁量権をかかるひとつ又は複数の委員会に付与し、それら委員会の運営手続の基準を規定

する権能 

17.9 本証券に関する主たる債務者としての発行会社（又はそれを代替していた者）を新たな事業

体が代替することを承認し同意する権能 

現在本証券に差し当たり付与されているあらゆる権利は、発行会社の同意がある場合以外は

変更又は破棄することができない（この規定は上記の一般性を害わないことを条件とする）。 

特別決議の効果 

18 特別決議はその集会に出席していたか否かを問わず関連シリーズのすべての本証券所持人を

拘束するものとする。ただし、集会開催日前に基本 C&W 要項の定義及び指定に従って保有す

る権利未行使のすべてのワラントに関して C&W 権利行使通知を提出した関連シリーズのワラ

ント所持人を除くものとし、各ワラント所持人は、それに従い拘束される。かかる決議案の

可決は、その可決が当該状況の下で正当化された旨の決定的証拠となる。 
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議事録 

19 各集会においてはすべての決議及び議事の議事録が作成され、発行会社が各時点においてそ

の目的で用意する帳簿に正式に記入されるものとする。かかる議事録は、かかる決議が可決

された若しくは議事が行われた集会の議長又は本証券所持人の次回の集会の議長が署名した

場合に、記載された事項の決定的証拠となり、反証されるまでは、手続きに関する議事録が

作成されて署名された集会が正当に招集されて開催されたものとみなされ、この集会におい

て可決されたすべての決議案又は行われた手続きは適正に可決又は行われたものとみなされ

る。 

法 人 

20 本証券所持人である法人は、取締役会又はその他の管理機関の決議により、又は委任状によ

り、適切と考える者に対し本証券所持人の集会においてその法人の代表者として行動する権

限を与えることができる。そのような権限を与えられた者は、その者が代表する法人のため

に、その法人が個人の本証券所持人であったとすれば行使したであろうと思われる形で、そ

の権限を行使する資格があるものとする。この別紙において集会に直接出席している本証券

所持人に言及した場合は、文脈上異なる要求がある場合を除き、その集会において適正に権

限を与えられた代表者により代表されている法人の本証券所持人を含むものとする。 

書面による決議 

関連シリーズ本証券に関して、関連シリーズの本証券所持人の集会に関する招集通知を受領

し、差し当たりそれに出席して議決権を行使する権利のある者のうち、（社債券又は額面金額

が規定されている C&W 証券の場合は）元本金額あるいは額面金額の 66%又は（額面金額が規

定されていない C&W 証券の場合は）証券数の 66%を保有する者により、又はそれらのため適

正に授権されたそれらの代表者により署名された、書面による決議、又は上記パラグラフ

17.8 に従い適正に招集され設置された本証券所持人の委員会のすべてのメンバーにより署名

された書面による決議は、本証券所持人の集会で可決された決議又は（場合により）適正に

招集され設置された委員会で可決された決議と同様に有効で、法的効力を有するものとする。

かかる決議は、それぞれが１名又は複数の関連シリーズの本証券所持人により、あるいはそ

れらの適正に授権された代表者により、それらのために署名された又は（場合により）関連

委員会のメンバーにより署名された、ひとつの文書又は同じ形態の複数の文書により構成さ

れることがある。発行会社及び（社債券の場合は）財務代理人又は（C&W 証券の場合は）主

たる社債券及びワラント代理人はいつでも、その時点において決済システムが保持している

本証券の数及びその本証券の所持人について、その決済システムが発行した証明書に依拠す

ることができるものとする。 

解 釈 

21 ここで使用される以下の表現は、文脈上異なる要求がある場合を除き、以下の意味を有する。 

21.1 「議決権一括行使」指図書とは、関連代理人が発行する英文の文書であって、日付が付され

かつ以下のことを記載したものをいう；（i）関連代理人に対する通知においてその氏名が記

載された者が、証明書において本証券の所持人としてかかる者に帰属すると記載された議決

権の総数を、その証明書の使用目的となっている集会に提出される決議に関して特定の形で

行使するよう指図をしていること、及びその集会又は延期後の集会の開催前 48 時間以内には

それらすべての指図の取消しや変更が行われないこと、及びその証明書に記載された集会又



 - 16 -

は（該当する場合は）延期後の集会終了まではその証明書に記載された本証券を封鎖するこ

とを、関連決済システムが関連代理人に対して通知したことを証明していること、（ii）上述

した指図が、当該各決議に関して賛成を指示している指図と反対を指示している指図とに区

別されていること、及び（iii）その証明書において指名された者（以下、それぞれを「代理

人」という。）が、その証明書に記載された指図に従いその証明書に記載された本証券にする

議決権を行使することを、関連代理人により承認され指示されていることを証明しているこ

とである。 

議決権証書の所持人又は議決権一括行使指図書にその氏名が記載された議決権行使代理人は、

本証券所持人集会又は延期後の集会に関するすべての目的上、かかる議決権証書又は議決権

一括行使指図書が関係する本証券の所持人とみなされ、関連する本証券を所持する者はかか

る目的上本証券の所持人ではないものとみなされる。 

21.2 この契約において、本証券所持人の集会に関連して「特別決議」という用語が使用された場

合は、適正に招集され開催された関連シリーズ本証券所持人の集会において（社債券又は額

面金額が規定されている C&W 証券の場合は）合計元本金額又は額面総額の過半数により、ま

た（額面金額が規定されていない C&W 証券の場合は）証券数の過半数により可決された決議

を意味する。 

21.3 「議決権証書」とは、関連代理人が発行する英文の証明書で、日付が付され、以下のことを

証明したものをいう。 

21.3.1 共通預託機関又は関連決済システムが関連代理人に対し、関連代理人への通知におい

てその氏名が記載された者が指定された額面総額、元本金額又は（場合により）本証

券数に対して権利を有すること、及び議決権証書に指定された集会又は延期後の集会

で使用するため本証券のかかる額面総額、元本金額又は（場合により）本証券数に関

して議決権証書の発行を要請していることを通知したこと、及び、 

21.3.2 その持参人が、当該証明書により表象される本証券数に関連してかかる集会又は延期

後の集会に出席して議決権を行使することができること。 

８. 課税上の取扱い 

連合王国の租税 

本社債に関する元利金の発行会社による又は発行会社を代理する支払いはすべて、連合王国又

は賦課の権限を有するその当局により又はそのために賦課・回収される現在又は将来の一切の種

類の税金、賦課金その他の公租公課を源泉徴収又は控除することなく行われる。ただし、法令に

より、かかる源泉徴収又は控除が要求される場合はこの限りではない。 

その場合、発行会社は、かかる源泉徴収又は控除の後に本社債権者が発行会社から本社債に関

し受領する合計額が、かかる源泉徴収又は控除がなければ受領するはずであった元本及び利息の

額と等しくなるように、追加額を支払う。ただし、以下の場合においては、本社債に関してかか

る追加額は支払われない。 

(1)  本社債の所持以外に連合王国と何らかの関係を有することを理由として、当該本社債に

関する税金、賦課金その他の公租公課が課される所持人又はその代理人により、支払いの

ための呈示がなされた場合。 
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(2)  所持人又はその代理人が、法定の要求を遵守するか、又は連合王国の当局に対して非居

住者である旨の宣言若しくはその他類似の免除請求をしていたら、かかる源泉徴収又は控

除を回避できたかもしれない場合（本社債の所持人がかかる法定の遵守又は宣言若しくは

請求を行う資格を有しなかったことを証明した場合を除く。）。 

(3)  パートナーシップである本社債の所持人、若しくは唯一の実質的保有者ではないか受託

者の立場にある本社債の所持人、又はその代理人に対する場合で、かかるパートナーシッ

プの構成員、実質的保有者若しくは譲渡者又は受託の受益権者が、その支払いを直接受け

たならば、追加額の支払いを受ける資格がなかった場合。 

(4)  関連日後 30 日を超える期間を経過した支払いのための呈示がなされた場合。ただし、

その所持人がかかる 30 日間の満了時点で支払いのために呈示していたならば受領する権

利を有していた追加額を除く。 

(5)  かかる源泉徴収又は控除が個人への支払いに対して課されたものであり、かつ、貯蓄収

入に関する欧州理事会指令（European Council Directive）2003/48/EC、かかる指令を実

施若しくは遵守する法令、又はかかる指令を遵守するために制定される法令に従って、か

かる源泉徴収又は控除がなされるよう要求される場合。 

(6)  本社債を欧州連合加盟国における他の支払代理人に対して呈示することによりかかる源

泉徴収又は控除を回避することができたであろう所持人により、又はその代理人により支

払いのために呈示がなされた場合。 

支払いに係る「関連日」とは、かかる支払いに関して支払期日が最初に到来する日、又は財務

代理人がかかる支払期日以前に支払われるべき金額の全額を受領しなかった場合には、本社債権

者に対してかかる金額が受領された旨の通知がなされた日、をいう。 

本書において、(i)「元本」とは、本社債に関して支払われるべきプレミアム、最終償還金額、

期限前償還金額及びその他上記「２.償還及び買入れ」に基づき支払うべき元本の性質を有する

もの（それに対する訂正や補遺も含む。）を含み、(ii)「利息」とは、すべての利息金額及びそ

の他上記「１. 利息」に基づき支払われるべきもの（それに対する訂正や補遺も含む。）を、「元

利金」とは、本項に基づき支払いが求められる追加額を含む。  

日本国の租税 

以下は主に本社債に関する日本国の租税上の取扱いの概略を述べたにすぎず、本社債に投資し

ようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に

投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談することが望ましい。 

本社債に投資した場合の日本国における課税上の取扱いは現在以下のとおりである。 

将来、日本の税務当局が支払いが不確定である社債に関する取扱いを新たに取り決めたり、あ

るいは日本の税務当局が日本の税法について異なる解釈をしたりした場合、本社債に対して投資

した者の課税上の取扱いが、本書に述べるものと著しく異なる可能性がある。 

本社債の利息は、一般的に利息として取扱われるものと考えられる。日本国の居住者及び内国

法人が支払いを受ける本社債の利息は、それが租税特別措置法第３条の３第１項に定める国内に

おける支払いの取扱者を通じて支払われる場合には、日本の税法上 20.315％（国税と地方税の合

計）の源泉税を課される。居住者である個人においては、当該源泉税の徴収により課税関係は終

了する。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課
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税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉税額を、一定の制限の下で、日本国の所得に関する

租税から控除することができる。 

本社債の償還により支払いを受ける金額が本社債の取得価額を超える場合のその差額は、全く

疑義無しとはしないが、償還差益として取り扱われると考えられる。かつ、所得が日本国の居住

者たる個人に帰属する場合は雑所得として取り扱われ、総合課税の対象となる。当該償還差益が

日本国の内国法人に帰属する場合は、原則として、償還差益は課税所得に含められ、日本国の所

得に関する租税の課税対象となる。 

日本国の居住者である個人投資家が本社債を譲渡することにより生じた譲渡益の取扱いについ

ては明確ではないが、2016 年１月１日以降の譲渡その他一定の場合を除いて課税の対象とはなら

ないと考えられる。内国法人が本社債を譲渡することにより生じた所得は、課税所得に含められ

日本国の所得に関する租税の課税対象となる。 

外国法人の発行する債券から生ずる利息及び償還差益は、日本国に源泉のある所得として取り

扱われない。したがって、本社債に係る利息及び償還差益で、日本の非居住者及び日本国に恒久

的施設を持たない外国法人に帰属するものは、通常日本国の所得に関する租税は課されない。同

様に、本社債の譲渡により生ずる所得で非居住者（ただし、2015 年 12 月 31 日まで）及び日本国

に恒久的施設を持たない外国法人に帰属するものは、日本国の所得に関する租税は課されない。 

９. 準拠法 

本社債並びにそれらに関して又はそれらに基づいて生ずる契約外の義務は、英国法に準拠し、

これに従って解釈される。 

10. 通 知 

次の段落に記載の場合を除き、本社債の所持人に対する通知は、連合王国で一般に頒布されて

いる日刊新聞１紙（フィナンシャル・タイムズを予定）、又はかかる公告が実行不可能な場合に

は、連合王国で一般に頒布されている別の主要な日刊英字新聞に公告された場合、有効となる。

かかる通知は、当該公告の日、又は２回以上若しくは異なる複数日で公告された場合には最初の

公告の日になされたものとみなされる。 

本社債が大券によって表章され、決済システムに代わって当該大券が保有されている限り、本

社債の所持人に対する通知は、前段落に記載の公告に代えて、該当する口座保有者への連絡のた

めに該当する通知を決済システムに交付すること、又は該当する通知を大券の保持者に交付する

ことによって行うことができる。当該通知は、所持人への連絡のために通知が決済システムに交

付されてから２営業日目に本社債の所持人に交付されたとみなされるものとする。 

11. その他 

(1) 様式、券面額及び権利 

本社債は本補足条件書に指定された額面金額で、無記名式で発行される。本社債は、恒久大券

に交換され得る仮大券により表章され、恒久大券に規定された限られた状況下でのみ確定社債券

に交換される。 

本社債券は連続番号が付され、利札を添付して発行される。 
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本社債の権利は交付により移転する。管轄ある法域の裁判所に命令又は法令により要求される

場合を除き、本社債の所持人（以下に定義される。）は、すべての目的において、（当該本社債の

支払期日が到来したか否かを問わず、また、その所有、信託若しくは持分に関する通知の有無、

その券面上の記述の有無、又は過去に紛失若しくは盗難があったか否かを問わず）その完全な所

有者とみなされ、そのように取り扱われるが、所持人をそのように取り扱うことにつき何人もそ

の責を負わないものとする。 

本書において、「本社債権者」は、その者に関連する本社債の保有者を指し、本社債の「所持

人」は、本社債の保有者を指す。「本社債権者」と「所持人」は、そこで与えられた意味を持ち、

その意味を与えられていない場合には、本社債には適用されないことを示唆する。 

(2) 時 効 

元本（保留額に含まれる元本を除く。）に係る支払いの請求については関連日から 12 年間、利

息（保留額に含まれる利息及び保留額から発生する利息を除く。）に係る支払いの請求について

は関連日から６年間で消滅時効となる。保留額に含まれる元本並びに保留額に含まれる利息及び

保留額から発生する利息に係る支払いの請求については、上記「６. 債務不履行事由及び執行」

に指定される支払期日（ただし、支払うべき全額が、かかる日以前に財務代理人その他の支払代

理人によって受領されていない場合には、上記「10. 通知」に従ってなされた、かかる金額が受

領された旨の通知の日）から、元本の場合には 12 年間、利息の場合には６年間で消滅時効を迎

える。 

(3) 本社債の代替社債券 

本社債又は利札を紛失、盗難、汚損、毀損又は滅失した場合、適用ある法令、規則及び証券取

引所その他関連する当局の規則に従い、請求者がこれにより発生する費用を支払い、かつ、発行

会社が要求する証拠、担保及び補償に関する条件（とりわけ、紛失、盗難又は滅失を申し立てて

いる場合には、事後にその社債に関し支払いのための呈示がなされたとき、かかる本社債に関し

て発行会社が支払うべき額をその要求に応じて発行会社に支払うことが規定されうる。）、又はそ

の他の要求に従い、財務代理人の指定事務所において又は上記「10.通知」に従ってなされた通

知に記載された場所において、かかる本社債を交換することができる。汚損又は毀損した本社債

は、代替社債券が発行される前に引き渡されなければならない。さらに、発行会社は、代替社債

券の交付を要求する者に、その代替社債券の交付の前に、かかる代替に関し支払うべき印紙税そ

の他の税金又は公租公課を支払うよう要求することができる。 

(4) 追加発行 

発行会社は、随時、本社債権者の同意を得ることなく、自由に(ⅰ) その時点で未償還の本社

債と併せて単一のシリーズを構成する旨表示され、(ⅱ) 当該本社債と発行日及び/又は発行価格

を除くあらゆる点において同一の性質を有する社債を追加で起債・発行することができるものと

する 。 

(5) 税 金 

上記「８．課税上の取扱い － 連合王国の租税」の場合を除き、発行会社は、本社債の所有、

譲渡、権利行使、償還又は執行の結果生じる税金、債務又はその他支払金の支払義務を負わない。

発行会社によるすべての支払い及び/又は引渡しは、支払い、源泉徴収若しくは控除の必要のあ
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る（法令又は発行会社若しくはその代理人による合意に基づくか否かを問わない。）当該税金、

債務、源泉徴収又はその他支払義務に服するものとする。 

(6) 第三者の権利 

いかなる者も、1999 年（第三者の権利に関する）契約法に基づき本社債の条項を強制する権利

を有さない。 

(7) 本社債に関するリスク要因及びその他の留意点 

(a) 本社債に関連する一般的なリスク 

以下は、本社債に一般的に関連するリスクの簡潔な説明である。 

本社債は、発行会社のみが負う債務である 

本社債は発行会社のみが負う債務であり、ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシ

ー又は他のいかなる法人によっても保証されていない。したがって、本社債の社債権者は、

発行会社に対してのみ本社債につき償還請求権を有する。 

本社債は、無担保の債務である 

すべての本社債は、発行会社の直接、無条件、無担保、非劣後の債務を表象する。すべ

ての本社債は、本社債間で優先関係はなく、発行会社のその他のすべての無担保、非劣後

の債務と同順位である（ただし、倒産又は清算時における債権者の権利一般に影響を与え

る法令がその他の債務に優先順位を与える場合を除く。）。 

発行会社の債務引受け 

上記「７. 社債権者集会、修正及び債務引受け － (3) 発行会社の債務引受け」は、

発行会社が他の会社に債務を引き受けさせることを許容している。上記「７. 社債権者

集会、修正及び債務引受け － (3) 発行会社の債務引受け」は、債務引受会社が発行会

社の持株会社であれば、発行会社の保証は不要である旨規定している。 

違法又は法令改正による消却又は期限前償還 

発行会社が、上記「２. 償還及び買入れ － (3) 違法又は法令改正による期限前償

還」に従って違法である旨を誠実に決定した場合、発行会社は、当該本社債を消却するこ

とができる。発行会社が本社債を消却した場合、発行会社は、適用ある法令で認められる

範囲において、各本社債の期限前償還金額に等しい金額（いずれも解約コストを考慮して

調整される。）を各本社債権者に支払う。 

税制上の理由による消却又は期限前償還 

本社債の元本又は利息の期限が到来したと仮定した場合に（実際に期限が到来するか否

かは問わない。）、発行会社がコントロールできない理由（合理的な努力を尽くした場合に

限る。）によって、「８．課税上の取扱い － 連合王国の租税」の規定に従って追加額の

支払いを行うことなくかかる元本又は利息を支払うことができない場合には、発行会社は、

その選択により、本社債を償還することができる。 

発行会社が税制上の理由により本社債を償還又は消却した場合、発行会社は、各本社債

の期限前償還金額に等しい金額（解約コストを考慮して調整される。）を各本社債権者に

支払う。 
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社債権者集会 

本社債の要項は、社債権者の利益全般に影響を与える項目について検討するために社債

権者集会を招集するための規定を含む。かかる規定は、その者が社債権者集会に欠席した

場合又は多数票とは逆の投票をした場合であっても、多数決によりすべての社債権者を拘

束することを認めている。 

法令改正 

本社債の要項は、本社債の発行日において有効な英国法に基づいている。本社債の発行

日以後の司法判断又は英国法若しくは行政手続きの変更の影響については、何らの保障も

ない。 

税 金 

発行会社は、本社債の所有、譲渡、権利行使、償還又は執行の結果生じる税金、債務又

はその他支払金の支払義務を負わない。発行会社によるすべての支払い及び/又は引渡しは、

かかる税金、債務、源泉徴収又はその他支払義務があり、源泉徴収され若しくは控除され

る必要のある支払いに服するものとする（法令又は発行会社若しくはその代理人による合

意に基づくか否かを問わない。）。 

EU 貯蓄課税指令 

貯蓄収入への課税に関する EU 貯蓄課税指令（ European Commission Council 

Directive）2003/48/EC（以下「EU 貯蓄課税指令」という。）の下、各 EU 加盟国は、他の

EU 加盟国の税務当局に対して、自己の管轄内の者により当該他の加盟国内の個人居住者若

しくは特定人に対して支払われ又は自己の管轄内の者が当該他の EU 加盟国内の個人居住

者若しくは特定人のために受領した利息（又は類似の収入）の支払いにつき、詳細を提出

しなければならない。しかしながら、移行期間中、ルクセンブルグ及びオーストリアは

（当該期間中に異なる選択をしない限り）、代わりに、かかる支払いにつき源泉徴収の仕

組みを運用し、35%の料率で徴税しなければならない。移行期間は、かかる支払いに関連

する情報交換に一定の非ヨーロッパ連合加盟国が同意すれば、それに続く会計年度末に終

了する。ルクセンブルグ政府は、自動的情報交換を選択し、2015 年１月１日を効力発生日

として源泉徴収システムから脱退する意向を発表した。 

欧州委員会は、2014 年３月 24 日に、EU 貯蓄課税指令を改正する指令を採択しており、

かかる指令が施行されれば、上記要請の範囲が修正及び拡大されることになる。とりわけ、

改正指令は、税金の源泉徴収のために支払いの詳細を提供しなければならない状況の範囲

を拡大している。加盟国は、2016 年１月 1 日までに改正指令を遵守するために必要となる

国内法令を整える必要がある。 

EU 加入国のうち源泉徴収の仕組みを採用した国において個人に対する支払いがなされ、

EU 貯蓄指令又は EU 貯蓄指令を実施し、EU 貯蓄指令に従い、若しくは EU 貯蓄指令に適合

すべく導入された法に基づき、かかる支払いから一定額若しくは一定額の税金が源泉徴収

されなければいけない場合、発行会社、いかなる支払代理人又はいかなる他の者も、本社

債につき、かかる源泉徴収課税の結果加算額を支払う義務を負わない。しかしながら、発

行会社は、EU 貯蓄課税指令を実施する法に基づき税金を源泉徴収又は差し引きする義務の

ない EU 加入国において、支払代理人を維持しなければならない。 
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米国外国口座税務コンプライアンス法に基づく源泉徴収の可能性 

2010 年雇用促進法の外国口座税務コンプライアンス条項（以下「FATCA」という。）では、

一定の認証要件又は報告要件を満たさない者に対する非米国事業体による一定の支払いの

みならず、米国源泉の利息又は配当を伴う一定の米国源泉の資産売却支払金及び手取金

（米国事業体からの配当の支払い（以下「配当同等支払」という。）を含む。）にも、30％

の源泉徴収（以下「FATCA 源泉徴収」という。）を課している。既存のガイダンスに基づく

源泉徴収の開始日は、（x）一定の米国源泉の支払いについては 2014 年７月１日、（y）米

国源泉の利息又は配当を伴う資産売却手取金については 2017 年１月１日、及び（z）「外

国パススルー支払い」（FATCA ではまだ定義されていない。）については早くても 2017 年１

月１日からの予定である。発行会社その他、本社債の支払いを仲介する金融機関は、（a）

投資家が、FATCA 源泉徴収の対象となるか否かを判断するのに十分な情報を発行会社や関

連する金融機関に提供しない場合、又は（b）本社債の支払いがなされ又はかかる支払い

を仲介する「外国金融機関」（FATCA に定義され、本社債の受益者たる外国金融機関を含

む。）が「非参加外国金融機関」である場合には、FATCA による源泉徴収を求められる可能

性がある。ただし、（x）2014 年６月 30 日以前に発行された本社債、（y）「外国パススルー

支払い」のみを生じさせ得る本社債に関しては、「外国パススルー支払い」を定義する最

終規則が公布された日から６ヵ月後の日以前に発行されたもの、及び（z）配当同等支払

を生じさせるものとして取り扱われることのみを理由として FATCA 源泉徴収税の対象とな

る本社債に関しては、本社債等の証券が配当同等支払を生じさせるものとして最初に取り

扱われる日以前に発行されたものについては、FATCA 源泉徴収は行われない。ただし、（x）、

（y）又は（z）いずれの場合においても、本社債が当該日後に大きく修正される場合又は

本社債が米国の連邦所得税において出資として取り扱われる場合には、その限りではない。 

本社債に関して支払われる利息、元本又はその他の金額に対する FATCA の適用、並びに

発行会社及び支払いに関係するその他の事業体の情報報告義務に関しては、未だ発展段階

にある。とりわけ、英国を含む多数の地域が、それらの地域における FATCA の適用方法を

修正する政府間契約（又は同様の相互合意）を米国と締結し、又は締結する予定であるこ

とを発表している。FATCA に基づく報告及び源泉徴収義務に対するかかる契約（又はそれ

らの地域において当該契約を実施させる法令）のもたらす影響は不明確である。発行会社

及び支払いに関係するその他の事業体は、米国口座保有者に関する特定の情報を、(i)そ

れらが受領する支払いに課される FATCA 源泉徴収の免除を取得し、及び/又は(ii)それら

の地域の適用法令を遵守するため、それぞれの地域又は米国の政府当局に対する報告が求

められる可能性がある。米国及び政府間契約を締結する地域が「外国パススルー支払い」

に対する源泉徴収（本社債に関する支払いが含まれる可能性がある。）についてどのよう

に対処するのか、また、かかる源泉徴収が最終的に求められるのかについてはまだ定かで

はない。 

FATCA に基づき本社債の支払いから何らかの金額が源泉徴収された場合、発行会社又は

支払代理人は追加支払いを要せず、源泉徴収された金額は当該本社債のあらゆる目的のた

めに支払われたものとみなされる。 

FATCA は非常に複雑であり、発行会社、本社債及び本社債の所有者に対するその適用は、

変更される可能性がある。本社債の各保有者は、FATCA に関する更なる詳細な説明を自身

の税務顧問から受け、各保有者の個々の状況において FATCA がいかなる影響を及ぼすかに

ついて精通すべきである。 
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エマージング・マーケット 

本社債の要素がエマージング・マーケットに関連する限りにおいて、投資家は、ここに

記載する事項の結果の蓋然性及び深刻性が先進国に関連する場合と比較してより大きくな

る可能性があることについて、留意する必要がある。 

エマージング・マーケットに関連する本社債について、投資家はより注意深くなる必要が

ある。エマージング・マーケットにおける経済は、一般的に国際的取引に大きく依存して

いる。そのため、貿易規制、外国為替規制（税務を含む。）、関連する通貨為替への政府介

入及び貿易がなされる国によって課されるか議論される保護貿易制度によって、悪影響を

被る可能性がある。かかる経済は、経済的、金融的、軍事的又は政治的状況及び世界市場

における通貨の需給によっても、悪影響を被る可能性がある。 

本社債の期限前償還金額 

本社債は、予定された日よりも早く償還又は消却される可能性がある。本社債が早く償

還又は消却される場合、本社債は、期限前償還金額にて償還されるが、いずれの場合にお

いても、解約コストを十分考慮するために金額が調整される。かかる金額は、本社債の額

面金額よりも少なくなる可能性があり、また、それは、仮に投資家が、かかる償還予定日

において、かかる期限前償還金額をもって再投資をした場合、本社債の額面金額と同じ価

値を有することになるには、十分でない可能性がある。 

過大発行 

発行、値付け及び／又は取引準備の一貫として、発行会社は、第三者である投資家に出

資又は購入されるものに比し、本社債をより多く発行する可能性がある。発行会社（又は

その関連会社）は、将来において投資家の利益を満たすために、本社債を保有する可能性

がある。したがって、将来本社債の投資家となることが見込まれる者は、シリーズの発行

量を、当該シリーズの市場の深さ若しくは流動性又は当該シリーズの需要を示すものであ

ると捉えるべきではない。 

本社債権者は、発行会社が存続不能となった場合の損失を吸収するよう求められる場合

がある 

欧州委員会は、破綻処理に関する指令（以下「RRD」という。）の草案を発表した。RRD

の規定目的は、財政安定の保護を図り、納税者の損失の危険性を最低限に抑えるために、

先制して金融危機に対処するための一般的な手段と権限を監督官庁に提供することにある。

RRD に基づき監督官庁に付与されることが提案されている権限には、破綻企業の特定の無

担保債権者の債権（本社債を含む場合がある。）につき元本を減額（ライトダウン）又は

削減（ライトオフ）する権限、及び/又は特定の負債（本社債を含む場合がある。）を存続

グループ会社の普通株式（もしあれば）を含む他の有価証券へ転換する権限をかかる官庁

に与える、「ライトダウン及び転換権限」並びに「ベイルイン」権限が含まれる。現時点

では、RRD に定められる大部分の措置は遅くても 2015 年１月１日付で施行されることにな

っており、その他の適格債務（より一般的には本社債が含まれる。）に対するベイルイン

権限も、遅くても 2016 年１月１日までに導入されることが見込まれている。RRD は、「ラ

イトダウン及び転換」並びに「ベイルイン」権限の適用に関する株主及び債権者の保護策

を含んでおり、金融機関が通常の倒産処理手続に基づき清算される場合に株主及び債権者

が被るであろう損失よりさらに大きい損失を被らないようにすることを目的としている。
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しかし、立法手続の過程において、RRD に変更が加えられる可能性があり、予定された施

行日が変更する可能性がある。 

これらの権限の根本的な性質や範囲、更にはこれらがロイズ・バンキング・グループ

（以下「当グループ）という。）及び本社債にどのような影響を及ぼすかに関しては、不

確定要素がまだ多い。そのため、RRD の当グループ及び本社債権者に対する影響を評価す

るのは未だ難しく、一旦施行されると、現在 RRD において企図されている関連英国破綻処

理官庁による施行方法又はそれによって講じられる措置が、本社債権者の権利、本社債に

対する投資の価格若しくは価値及び/又は発行会社の本社債に基づく義務を履行する能力

に、悪影響を及ぼさないという保証はない。したがって、ベイルイン権限の行使又はかか

る行使の示唆も、本社債の価値に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、本社債権者の本社

債に対する投資の一部又は全部を失うことにつながりかねない。 

上記に定められる RRD に加え、英国の破綻銀行を解散する破綻処理の枠組みを規定し、

債務不履行を無効にする権限、又は破綻処理権限の行使の結果として発動され得る解約権

を当局に与える、銀行法に基づいた現行の権限の行使は、本社債の価格に重大な悪影響を

及ぼす場合を含み、本社債権者の権利に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。銀行法はま

た、譲受人又は承継銀行が効率良く運営することを可能にするため、英国の銀行、その持

株会社及びそのグループ会社間の契約上の義務について、公正な裁量に基づき、無効にし、

変更し、又は賦課する権限をイングランド銀行に与えている。また、英国財務省には、本

枠組みの権限を効果的に利用できるように、法律（銀行法に基づき定められた規定を除

く。）を改正する権限が与えられており、これには遡及的効果が伴う可能性がある。 

加えて 2013 年 12 月 18 日には、銀行改革法が国王の裁可を得た。銀行改革法には、関

連英国破綻処理官庁の権限にベイルイン・オプションを加える銀行法の改正が含まれる。 

ベイルイン権限は、金融機関の株主や債権者が、清算手続きを適用した場合よりも劣っ

た待遇を受けることがないのと同様に、破綻機関の倒産手続き上の債権の順位を踏まえた

方法にて、株主及び無担保債権者に対し損失が割り当てられることにより、破綻機関の資

本再構築を計ることを可能とする、英国破綻処理官庁が利用可能な追加的権限として導入

された。ベイルイン権限には、清算手続き下にある銀行の債務を削減又は延期するために、

債務をキャンセルし又は契約条項を変更する権限、及び債務をある形態から別の形態に転

換する権限が含まれる。ベイルイン権限を使用する条件は、要約すると、(i)規制当局に

よって、当該銀行が破綻した状態であるか、又は破綻する可能性があると決定されること、

(ii)当該銀行の破綻を回避するためのその他の措置があると合理的に見込まれないこと、

及び(iii)関連英国破綻処理官庁によって、ベイルイン権限を行使することが公衆の利益

であると決定されること、である。 

ベイルイン権限の導入を発表する際に、英国政府は、RRD が施行された場合、根本的に

異なる枠組みに適応しなければならないというリスクを負うことなしに、かかる権限を導

入することが可能である、と確信していると述べた。英国財務省によって、銀行改革法の

規定の大部分が効力を生じる日が定められることが見込まれている。したがって、RRD 又

は銀行改革法の当グループ及び本社債権者に対する影響を評価することは依然として不可

能である。 

更には、銀行の破綻時に適用される破綻処理の枠組みを改正し、規制当局にその他の破

綻処理権限を与えるよう銀行法が更に改正され、及び/又はその他の法律が制定される可

能性がある。 
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最後に、本社債のいかなるシリーズの元本金額の全部又は一部が損失吸収の対象となる

という決定を予測することは、本質的に不可能であり、これは、発行会社の管理の範囲外

である数々の要因に依存する可能性がある。この決定はまた、関連英国破綻処理官庁によ

り下される場合があり、かかる決定は、発行会社又は当グループに直接関係のない多くの

要因に基づき下される可能性がある。この特有の不確実性により、結果として元本のライ

トオフ又は株式を含めた他の有価証券への転換を引き起こすベイルイン権限の行使が、も

し本当に起きるのであれば、いつ起きるのか予測することは困難である。したがって、本

社債に関する取引の慣行は、その他の種類の有価証券に関連する取引の慣行に必ずしも沿

うよう見込まれるものではない。本社債の将来的な投資家は、本社債権者が、かかる法定

の損失吸収策が計られた際には、元本金額及び未収利息を含めた投資の全てを失う場合が

あり、本社債が普通株式に転換される場合がある、というリスクを考慮すべきである。本

社債権者の、ベイルイン権限の行使の決定に異議を申し立てる権利、又はかかる決定を司

法若しくは行政手続若しくはその他に審査してもらう権利は、限られる可能性があり、又

は全くない可能性もある。 

(b) 支払通貨による本社債の支払いに関連するリスク 

本社債は、ブラジルレアル建てであるが、円貨によって支払われる。 

そのため、本社債の価値は、ブラジルレアルの円貨に対する価値の変動による影響を受

ける可能性がある。本社債に係る円貨による支払金額の確定のために使用される一又は複

数の為替レートが大きく変動するリスク（ブラジルレアルの切下げ又は切上げを含む。）

や、当該通貨の法域における当局により、(1) 本社債の円貨相当の利回り、(2) 本社債の

最終償還金額に関して支払われる円貨相当の金額、及び (3) 本社債の円貨相当の市場価

格が減少するリスクがある。したがって、本社債の売却又は償還、消却若しくは権利行使

（場合により）の時点での本社債の円貨の価値は、かかる売却又は償還、消却若しくは権

利行使（場合により）の時点での為替レート次第では、本社債に対する投資家の当初の投

資価額を下回るおそれがある。 

(a) 関連する為替レートに影響を及ぼす要因  

ある金額を円貨に転換するためのレートは、国際外国為替市場での通貨の需給によ

って定まり、関連諸国のインフレ率、その各々の国の金利差、経済見通し、国際政治

上の要因、通貨の兌換性、関連通貨での金融投資の安全性、政府や中央銀行による通

貨投機及び通貨措置等の経済的要因の影響を受ける。かかる措置には、規制管理若し

くは課税の実施、既存通貨に代わる新たな通貨の発行、通貨の切下げ若しくは切上げ

による為替レート若しくは為替特性の変更、又はブラジルレアルの為替レートや入手

可能性に影響を及ぼすブラジルレアルの交換若しくは振替に関する為替管理の実施が

含まれるが、これらに限られない。 

(b) ロイズは大手為替ディーラーであり、利害相反が生じるおそれがある 

発行会社の一定の関連会社は外国為替市場への定期的参加者であり、通常の営業時

間中は自己又は顧客の勘定のために取引を行い、ブラジルレアル及び／又は円貨を含

む様々な通貨並びに関連デリバティブにおけるロング・ポジション及びショート・ポ

ジションを保有している可能性があることに、投資家は留意すべきである。かかる取

引は、本社債に係る為替レート、市場価格、流動性又は価値に影響を及ぼす可能性が
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あり、本社債権者の利益と対立するおそれがある。発行会社の関連会社は、かかる取

引を本社債権者に有利な方法で締結すべき義務は負っていない。 

(c) エマージング･マーケットの法域における通貨は特定のリスクに晒されている 

本社債がエマージング･マーケットの通貨建ての場合には、より大きな変動に晒される

可能性があり、当該エマージング･マーケットの通貨の将来的なレベル又は他の通貨に対

する為替レートについては、より不安定となるおそれがある。「本社債に関連する一般的

なリスク － エマージング･マーケット」を参照のこと。 

(c)  マーケットに関する一般的なリスク 

以下は、本社債に影響を与え得る流動性リスク、為替レートリスク及び信用リスクを含

む、一定のマーケット・リスクの簡潔な説明である。 

流通市場における非流動性の可能性 

本社債が流通市場においてどのように取引されるか、また当該市場が流動的か非流動的

かに関しての保証はない。本社債の市場の存在も保証されていない。本社債は証券取引所

で取引されないため、本社債の価格情報はより取得し難くなり、本社債の流動性及び市場

価格に悪影響を及ぼす可能性がある。本社債の流動性は、その法域によっては、本社債の

募集及び売出に課される制限に影響を受ける可能性もある。本社債はより取得し難くなり、

また本社債の流動性も悪影響を受けるおそれがある。さらに、特定の発行における本社債

の権利行使又は償還の局面においては、場合によっては、未償還の本社債の数は減少し、

残りの本社債の流動性を低下させる可能性がある。本社債の流動性の低下は、逆に、本社

債の価格に関する予想変動率を増加させる可能性がある。 

発行会社及びディーラーは、いつでも、本社債を公開市場における価格で、又は入札若

しくは当事者間の契約で購入することができるが、その義務はない。そのように購入され

た本社債は、保有することも、再販売することも又は消却のために引き渡すこともできる。

ディーラーが本社債の発行における値付け業者である場合もある（その義務はない）。デ

ィーラーが本社債の発行における値付け業者であったとしても、本社債の流通市場は限定

される可能性がある。本社債の発行が非流動的になる限りにおいて、本社債権者は、本社

債の価値を享受するために、その権利を行使し又は償還を待たなければならない可能性が

ある。 

為替リスク及び外貨規制 

発行会社は、本社債の最終償還金額を円貨で支払うため、本社債権者の財務活動が、主

に円貨以外の通貨（以下「投資家通貨」という。）においてなされていると、為替リスク

が伴う。これには、為替レートが大きく変動（円貨の切下げ及び投資家通貨の切上げによ

る変動を含む。）したり、投資家通貨の通貨域の当局が、外貨規制を課したり変更したり

するリスクを含む。円貨と比較した投資家通貨の価値は、(i)本社債の利回り、(ii)本社

債に関する最終償還金額の価値及び(iii)本社債の市場価値に相当する投資家通貨額を減

額するリスクを伴う。 

また、政府や金融当局が（過去に例のあるように）外貨規制を課する可能性があり、それ

により適用ある為替リスクに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。結果、投資家は想定よ

り少ない（又は零の）最終償還金額しか受領できない可能性がある。 
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ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグによって許可される本社債の投資家

は、譲渡、支払い及び発行会社とのコミュニケーションのために、ユーロクリア及びクリ

アストリーム・ルクセンブルグの手続きに則る必要がある 

本プログラムによって発行された本社債は、仮大券又は恒久大券によって表章され得る。

かかる大券は、ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグを代理して共通預託

銀行又は共通保管機関（場合による）に預託され得る。大券に記載された状況を除き、投

資家は確定社債券を保有することができない。ユーロクリア及びクリアストリーム・ルク

センブルグは、大券の持ち分について記録を行う。本社債が大券によって表章されている

間は、投資家は、その大券に対する持ち分をユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセ

ンブルグを通してのみ取引きすることができる。 

本社債が一以上の大券によって表章されている間、発行会社は、本社債に係る支払義務

を、ユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグのために共通預託銀行又は共通

保管機関（場合による）に対して、口座保持者への配分のために、支払いを行うことによ

って履行する。大券に対する持分の保持者は、ユーロクリア及びクリアストリーム・ルク

センブルグの手続きに則り、本社債に基づく支払いを受けなければならない。発行会社は、

大券の持分に関する記録やそれに対する支払いの記録を行う責任や義務を負わない。 

大券に対する持分の保持者は、本社債に関し直接の議決権を有しない。代わりに、かか

る保持者は、ユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグによって許される範囲

で適切な代理人を任命できる限りにおいて、行動することができる。 

信用格付はすべてのリスクを反映していない可能性がある 

一以上の独立した信用格付機関が、本社債に格付を付与する場合がある。かかる格付は、

ストラクチャー、市場、上記に記載された付加的要因及び他に本社債の価値に影響を与え

得る要因に関連するリスクのもたらす潜在的な影響をすべて反映していない可能性がある。

格付は、有価証券の購入、売却又は保持を推奨するものではなく、格付機関によりいかな

るときにおいても見直され又は取り下げられる可能性がある。 

信用格付の格下げによる影響 

本社債の価値は、投資家による発行会社の信用力の一般的な評価によって、ある程度影

響を受けることが予想される。かかる見通しは、一般的に未償還の本社債について、標準

統計格付サービスである、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、マグロウ

ヒル・カンパニーズ・インク傘下のスタンダード＆プアーズ・レーティングズ・サービシ

ズ及びフィッチ・レーティングス・リミテッドによってなされる格付による影響を受ける。

これらの格付機関のいずれかにより、発行会社の未償還の債券の格付が格下げがなされれ

ば、本社債の取引価値の減少に帰することになる。 

計算代理人による決定 

本社債の要項によれば、計算代理人は、本社債に関する一定の決定及び判断並びに本社

債の要項の調整をするための裁量を有しており、これらは、本社債について発行会社が支

払うべき金額に影響を与え得る。かかる決定、判断又は調整は、明白な誤りがない限り、

終局的であり、本社債権者を拘束する。いかなる決定、判断又は調整を行う場合であって

も、計算代理人は、本社債権者（その人数は問わない。）個別の事情から生じる利益を考

慮することはなく、とりわけ（ただし、これに限定されない。）、特定の法域、国若しくは
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行政区域に居住し、関係し又は属していることによる個別の本社債権者（その人数は問わ

ない。）のための決定若しくは調整の結果は考慮しない。また、計算代理人及び本社債権

者はいずれも、発行会社、計算代理人若しくはその他の当事者から、個別の本社債権者に

対する当該決定、判断又は調整による税効果に関する補償又は支払いを要求する権利を有

しないものとする。計算代理人は、当該決定、判断又は調整をする権利を行使するに当た

り、単独のかつ完全な裁量を有しているが、誠実に行使しなければならない。 

法令上の考慮事項により一定の投資が制限される場合がある 

一定の投資家の投資活動は、投資に関する法令及び規則又は一定の当局の審査若しくは

規制に服す。各潜在的投資家は、(i)本社債は自身にとって合法的な投資であるか、(ii)

本社債は、各種借入れのための担保として利用し得るか、及び(iii)本社債の購入又は質

入れに他の制限は課せられないか、自身の法律顧問に助言を求め、並びに、その程度を見

極めるべきである。金融機関は、自身の法律顧問又は適切な監督機関に相談し、適用ある

自己資本規制又は類似のルールに基づく、本社債の適切な取り扱いを決定すべきである。 

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】 

 

該当事項なし。 

 

 

第二部【公開買付けに関する情報】 

 

該当事項なし。 

 

 

第三部【参照情報】 

 

第１【参照書類】 

会社の概況及び事業の概況等法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる

書類を参照すること。 

 

１【有価証券報告書及びその添付書類】 

事業年度（自 平成 25 年１月１日 至 平成 25 年 12 月 31 日） 

平成 26 年５月９日に EDINET により関東財務局長に提出 

 

２【四半期報告書又は半期報告書】 

該当事項なし。 
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３【臨時報告書】 

該当事項なし。 

 

４【外国会社報告書及びその補足書類】 

該当事項なし。 

 

５【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】 

該当事項なし。 

 

６【外国会社臨時報告書】 

該当事項なし。 

 

７【訂正報告書】 

該当事項なし。 

 

第２【参照書類の補完情報】 

以下に関する最新の事由については、発行登録書添付の「有価証券報告書の提出日以後に生

じた重要な事実」（2014 年５月９日提出）と題する書面を参照すること。 

１ 事業等のリスクについて 

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載された事項につ

いて、ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーが 2014 年５月１日に公表したインタリ

ム・マネジメント・ステートメント（発行登録書添付の「有価証券報告書の提出日以後に生

じた重要な事実」と題する書面にその訳文が記載されている。）の記載を除き、有価証券報

告書の提出日以後本発行登録追補書類提出日まで、重要な変更その他重要な事由は発生して

いない。 

２  将来に関する事項について 

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書には将来に関する事項が記載されているが、

ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーが 2014 年５月１日に公表したインタリム・マ

ネジメント・ステートメント（発行登録書添付の「有価証券報告書の提出日以後に生じた重

要な事実」と題する書面にその訳文が記載されている。）の記載を除き、本発行登録追補書

類提出日現在、当該事項に係る発行会社の意見、目標、予想及び評価に重要な変更はない。 
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第３【参照書類を縦覧に供している場所】 

 

該当事項なし。 

 

 

第四部【保証会社等の情報】 

 

該当事項なし。 

 

 





（訳文） 
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「発行登録」の利用適格要件を満たしていることを示す書面 

 

（平成 25年 5月 8日） 

 

関東財務局長 殿 

 

会社名  ロイズ・ティーエスビー・バンク・ピーエルシー 

代表者の役職氏名  （署名） 

グループ・キャピタル・マーケッツ・イシュア

ンス・ディレクター 

リチャード・シュリンプトン 

 

 

１ 当社は１年間継続して有価証券報告書を提出している。 

 

２ 当社は、本邦において発行登録書の提出日以前５年間にその募集又は売出しに係る有価証

券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された社債券の券

面総額又は振替社債の総額が 100 億円以上である。 

 

（参考） 

（平成 22年 12 月 16 日の発行） 

ロイズ・ティーエスビー・バンク・ピーエルシー第 1回円貨社債（2010） 

券面総額又は振替社債の総額    277 億円 
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有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実 

（注） ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー（以下「当行持株会社」という。）は、非営業持株会社であ
り、すべての事業活動はその直接子会社であるロイズ・バンク・ピーエルシー（以下「当行」という。）に
よって遂行されている。そのため、当行持株会社およびその子会社による一定の資本性証券の発行および継
続的な管理を除き、当行持株会社および当行の連結財務諸表はすべての重要な点において類似しており、ま
た、本書に記載された当行持株会社に関する財務およびその他の情報は、当行に関する情報よりも詳細なた
めに記載されたものであり、当行持株会社ならびにその子会社および関連会社の事業との関連で当行の活動
が掲載されている。 

ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーの 2014 年第１四半期に係るイ

ンタリム・マネジメント・ステートメント 

当行持株会社は、2014 年５月１日、2014 年第１四半期に係るインタリム・マネジメント・ステ

ートメントを公表した。以下にその全文の和訳を掲げる。 

［表紙］ 

公表基準 

本書は、ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー（以下「当社」という。）およびその

子会社（以下、併せて「当グループ」という。）の 2014 年３月 31 日に終了した３ヶ月の業績

を対象とする。 

法定ベース 

法定の財務情報は 11 および 12 ページ（訳注：原文のまま）に記載されている。しかしなが

ら、多くの要素が当グループの財務状態および結果の比較可能性に著しい影響を与えた。その

ため、2014 年の結果と 2013 年の結果を法定ベースで比較することには限られた効用しかな

い。 

基礎的ベース 

事業のパフォーマンスについてより有意義な見識を提示するため、業績は基礎的ベースで示さ

れている。基礎的ベースでの報告作成に採用された主な原則は、以下のとおりである。 

 HBOS の買収の影響を反映させるため、以下の項目が除かれている。 

- 購入した無形固定資産の償却費 

- 買収に関連した公正価値調整の解消 

 買収会計に関係していない以下の項目も基礎的利益から除外された。 

- 一定の資産の売却、負債の管理および   - 支払補償保険金    

ボラタイルな項目の影響       

- 保険事業にて発生するボラティリティ   - インシュアランス・グロス・アップ

       

- 合理化費用            - 当グループ確定給付年金制度に係る 

  一定の過去勤務年金項目 

 

- TSB 費用            - その他の規制上の引当金 

別段の記載がない限り、本書における損益計算書への注釈では、2014 年３月 31 日に終了した

３ヵ月間と 2013 年３月 31 日に終了した３ヵ月間を比較しており、貸借対照表の分析では、当
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グループの 2014 年３月 31 日現在の貸借対照表と当グループの 2013 年 12 月 31 日現在の貸借対

照表を比較している。 

付加的試算ベースによる開示：一定の資本およびレバレッジもまた試算ベースにより示されて

いる。試算ベースは、貸借対照表の日付時点において完了していない一定の公表済みの活動に

よる影響を反映している。これらは、2014 年３月 31 日時点では、2014 年３月におけるハイデ

ルベルガー・レーベンの売却の完了に伴う保険事業による配当追加、追加的 Tier1 (AT1)証券

の発行、2014 年４月２日効力発生の年金給付の上限の施行に伴う年金の削減である。 

将来に関する記述 

本書には、当グループの事業、戦略、計画、ならびにその将来の財務状態と業績に係る現時点

の目標および予想に関連する、将来に関する記述が含まれている。当グループまたはその経営

陣の判断および予想を含め、過去の事実ではない記述は、「将来に関する記述」に該当する。

将来に関する記述は、将来発生するまたは発生し得る事象および事態に関連するため、その性

質上、リスクと不確実性を伴うものである。英国国内および世界的な経済およびビジネスの状

況、当グループによる合理化プログラムの結果による場合を含むコスト削減や他の利益を導き

出す能力、当グループが必要とする流動性を確保するために十分な資金を調達する能力、当グ

ループの信用格付けの変更、借入人およびカウンターパーティーの信用力に係るリスク、ユー

ロ圏の不安定性およびソブリン信用格付けの格下げまたはその他のソブリン財政問題の影響等

を含む世界的金融市場の不安定性、市場関連リスク（金利および為替レートの変動を含む。）、

人口構成の変化およびマーケットに関連する傾向の変化、顧客の嗜好の変化、法律、規制、会

計基準および税制に係る変更（スコットランドの独立に関する国民投票による結果ならびに規

制上の自己資本および流動性に係る変更を含む。）、英国および当グループが活動するその他

の法領域における政府または規制当局の政策および措置、銀行再建破綻処理指令および銀行改

革法の施行、シニア・マネジメントおよび他の従業員を引きつけ留め置く能力、英財務省によ

る当グループへの投資の結果当グループに課された義務または制約、特定の資産を成功裏に売

却する、もしくはその他の欧州理事会による支援に係る義務を履行する能力、落ち込んだ資産

評価、市場崩壊および非流動的市場に起因する将来における減損費用または減額の範囲、競争

の結果および銀行以外の金融機関および貸金業者を含む競争相手の活動、規制上の監視、法的

手続き、規制上および競争上の調査または申立ておよび他の要因にさらされること、を含むが

これらに限られない各種要因の存在により、当グループの実際の将来の事業、戦略、計画およ

び／または結果は、これらの将来に関する記述中に記載されたものと大きく異なる可能性もあ

る。ロイズ・バンキング・グループが行った同「将来に関する記述」、またはロイズ・バンキ

ング・グループのために行われた「将来に関する記述」の中で表示された計画、目標、予想、

予測、および意図と、実際に生じる結果との間に大きな差異を発生させ得る。将来に関する記

述の一定の要素に係る議論および将来に関する記述の例については、米国証券取引委員会に提

出されているフォーム 20-F 上の最新のアニュアル・レポートを参照のこと。本書に含まれる将

来に関する記述は本書の日付現在で作成されたもので、当グループはかかる一切の記述を更新

する義務を負わない。 
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2014 年第１四半期の業績 

さらなる戦略の進展と財務実績の改善 

「第１四半期は、英国を中心としたリテール・バンキングおよびコマーシャル・バンキングという、

スリム化しリスクを抑えたビジネスモデルの恩恵を享受して、大きく前進することができた。当グ

ループは、基礎的収益性を改善するとともに、バランスシート強化によって株主利益を拡大しつつ、

英国経済の回復をさらに支えた。加えて、「英国繁栄支援計画（Helping Britain Prosper Plan）」

を立ち上げたことにより、顧客の持続可能な繁栄と英国経済の成長の創出に対する当グループのコ

ミットメントが、一層鮮明に打ち出されたことになろう。また、当グループの力強い業績を受けて、

英国政府は持株比率を一段と引き下げた。それにより、第１四半期には公的資金をさらに 4.2 十億

ポンド返済したことになる。」 

アントニオ・ホルタ・オソーリオ 

グループ・チーフ・エグゼクティブ 
 

同業他社との差別化を図った戦略を着実に実行した結果、顧客と株主の双方がその恩恵を享受 

• 英国経済の回復を支える反面、その恩恵も享受した。主要顧客セグメントの貸付金は引き続き

増加した。 

- 第１四半期には、中小企業（SME）向け貸付金が前年同期比で５％増加し、約 29,000 社の

新興企業を支援した。 

- 第１四半期における初回住宅購入者への貸付金は 2.6 十億ポンドで、そのうち 342 百万ポ

ンドは英国政府の住宅購入支援制度「ヘルプ・トゥ・バイ」を通じた貸付金である。 

- 英国消費者金融事業の貸付金は、前年同期比で９％増加した。 

• 顧客第一主義を継続して、「英国繁栄支援計画（Helping Britain Prosper Plan）」を立ち上げ

た。 

• リテール・バンキングおよびコマーシャル・バンキングのリレーションシップ・バンキング

（地域密着型金融）業務における預金が、大きく伸びた。 

• 効率とサービスを改善しつつ、顧客が好むサービス・チャネルを通じて顧客が必要とする商品

に資金を投じた。 

グループの基礎的利益と利益率が大幅に改善 

• 第１四半期の基礎的利益は、22％増の 1,800 百万ポンドとなった（ただし、セント・ジェーム

ズ・プレースを除くと 73％増）。 

• リスク加重資産利益率は 2.71％に上昇した（2013 年第１四半期：1.96％）。 

• 受取利息純額は 10％増加した。これは、利ざやが 36 ベーシス・ポイント改善して 2.32％に拡

大したためである。 

• その他の収益（セント・ジェームズ・プレースを除く。）は７％減少した。その原因は資産処

分と厳しい環境にある。 
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• 基礎的収益は７％減の 4,529 百万ポンドにとどまった（ただし、セント・ジェームズ・プレー

スを除くと３％増）。 

• 費用は、主に合理化による節減効果で、５％減の 2,298 百万ポンドに削減された。 

• 減損繰入額は 57％減の 431 百万ポンドとなった。貸付金平均残高に対する減損率（以下「減

損率」という。）は、45 ベーシス・ポイント改善して 0.35％になった。 

• 法定税引前利益は 1,369 百万ポンド、法定税引後利益は 1,162 百万ポンドであった。 

自己資本とレバレッジをさらに強化、預貸比率改善とランオフ事業縮小を継続 

• 資本ポジションをさらに強化し、全面適用後の試算ベースの普通株式資本に関する Tier１

（CET1）資本比率は 10.7％になった（2013 年 12 月 31 日現在：10.3％）。 

• エンハンスト・キャピタルノートの募集に成功し、中期的なその他 Tier１自己資本要件を満

たすことができた。 

• バーゼル III 全面適用後の試算ベースのレバレッジ比率は 4.5％に増加した（2013 年 12 月 31

日現在：3.8 ％）。欧州資本要求指令（CRD）IV 全面適用後の同比率も 4.1％に改善した（2013

年 12 月 31 日現在：3.4％）。 

• 第１四半期には、預金が 5.3 十億ポンド増の 443.6 十億ポンドに増加した。ホールセールでの

資金調達は、7.6 十億ポンド減の 130.0 十億ポンドになった。 

• ランオフ事業（非継続事業）ポートフォリオは、11％減（3.6 十億ポンド減）の 29.7 十億ポ

ンドに削減された。減損貸付金が期末貸付金残高に占める割合は 5.7％に減少した（2013 年

12 月 31 日現在：6.3％、2013 年３月 31 日現在：8.0％）。 

• 預貸比率は 111％に改善した（2013 年 12 月 31 日現在：113％）。 

• １株当たり有形資産純額は 50.7 ペンスに増加した（2013 年 12 月 31 日現在：48.5 ペンス）。 

利ざやと減損の予想値を改善、当グループの見通しに自信 

• 2014 年通年の純利ざやは、TSB 処分の影響を除くと、現在 2.40％程度に改善すると予想され

る。 

• 第１四半期の力強い業績を受けて、2014 年通年の予想減損率を約 50 ベーシス・ポイントから

約 45 ベーシス・ポイントに改善した。 

• 費用、ランオフ事業ポートフォリオ削減、および自己資本生成の予想値は、据え置きとした。 

• 下半期も引き続きプルーデンス規制機構（PRA）に配当再開を申請する見込みである。 
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グループ・チーフ・エグゼクティブによる説明 

2014 年第１四半期には、顧客と株主双方に対するコミットメントを達成することができた。すな

わち、提供するサービスと商品を改善するとともに、基礎的収益性とリターンを引き上げながら、

英国の繁栄に貢献している。それと同時に、バランスシートの強化、資本ポジションおよびレバレ

ッジ・ポジションの改善、ならびに預貸比率の引き下げを実施した。戦略達成に向けた順調な進展

を受けて、英国政府は３月に当グループにおける持分比率を 24.9％に引き下げた。 

当グループが力を注いでいるのは、英国を中心に、スリム化した低コスト・低リスク事業であるリ

テール・バンキング、コマーシャル・バンキングおよび保険事業を通じて、顧客が必要とする商

品・サービスを提供することである。第１四半期にはこれを着実に実践し、2014 年一杯さらに前

進する体制も整っている。 

収益性が改善、バランスシートも強化 

2014 年第１四半期の基礎的利益は、前年同期比 22％増の 1,800 百万ポンドであった。セント・ジ

ェームズ・プレースの影響を除くと、73％増に達する計算である。こうした改善は、主要市場にお

ける受取利息純額の増加、費用の５％削減、減損繰入額の 57％減少による。また今期は、1,369 百

万ポンドの法定税引前利益を達成した。これに対して前期の 2013 年第４四半期は、レガシー事業

関連の費用を含めると、1,279 百万ポンドの法定税引前損失になった。 

以上の収益性向上に加えて、保険事業が当グループに支払った 400 百万ポンドの配当追加、エンハ

ンスト・キャピタルノートの募集成功など、第１四半期に講じた経営策の成果で、当グループのバ

ランスシートは一層強化された。普通株式資本に関する Tier１（CET1）資本比率は、前期末の

10.3％から 10.7％に上昇し、バーゼル III に基づくレバレッジ比率は 0.7 ポイント増の 4.5％に増

加した（双方とも全面適用後の試算ベースの値）。また、リレーションシップ・バンキング業務の

ブランドが牽引役となって預金が高い伸びを示したことから、預貸比率は前期末の 113％、前年同

期末の 119％から、111％に改善した。 

利ざやと減損の予想値を改善、その他の予想値は据え置き 

第１四半期の力強い業績を受けて、2014 年通年の予想純利ざやを約 2.40％に改善した。これは従

来予想を約 10 ベーシス・ポイント上方修正したもので、エンハンスト・キャピタルノート募集の

恩恵、ならびに預金および資産のトレンドが予想を上回った恩恵を反映したものである。 

力強い第１四半期の業績を踏まえて、現在、2014 年通年の資産品質比率の予想値を約 45 ベーシ

ス・ポイントに下方修正している。これに対し、従来予想は約 50 ベーシス・ポイントであった。 

英国経済と顧客を引き続き支援、英国の繁栄に貢献 

当グループは、第１四半期に「英国繁栄支援計画（Helping Britain Prosper Plan）」を立ち上げ

た。単純ながらも大きな志を持ったこの計画では、英国の繁栄に貢献する７項目の長期的なコミッ

トメントと目標を設定しており、それらは顧客にとって最もメリットが大きい分野に関するもので

ある。当グループはこの種の計画を立ち上げた英国初の銀行で、この計画は、顧客にとって最良の

銀行になる、という当グループの戦略を直接支えることにもなる。当グループの戦略は、ネット・

プロモーター・スコアが６％上昇するなど、サービス・チャネルにわたって顧客サービス・スコア

が 2013 年 12 月以降改善している点が示すように、既に成功が実証されつつある。 

当グループは、的を絞り込んだ一連の商品・サービスを個人顧客と法人顧客に提供することにより、

英国経済の持続可能な成長を積極的に支えている。2014 年第１四半期の新規住宅ローン総額は 9.8
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十億ポンドで、そのうち 2.6 十億ポンドは 20,000 人余の初回住宅購入者への融資である。当グル

ープは英国政府の住宅購入支援制度「ヘルプ・トゥ・バイ」を強力にバックアップしており、2014

年年初から本報告書作成日時点までの間、同制度に基づき 416 百万ポンドを住宅ローン申請者に融

資した。そのうち 342 百万ポンドは、初回住宅購入者への貸付金である。 

法人顧客に関しては、中小企業（SME）向けの貸付金純額が前年同期比で５％（1.3 十億ポンド）

増加した。これは、市場の３％減を大きく上回る伸び率である。中堅企業向けの貸付金も前年同期

比で増加し、また第１四半期には約 29,000 社の新興企業にも融資して支援した。当グループは、

英国政府の融資用資金供給スキームの活用においても引き続き市場を先導している。2014 年第１

四半期末現在、利用要件を満たす同スキームでの貸付残高は約 91 十億ポンドであった。 

引き続きグループ再編を進め、中核的な英国事業に一層注力 

引き続き事業再編を進めて、強みとし、また中核を成す英国事業に力を注いだ。第１四半期には、

ランオフ事業ポートフォリオを 3.6 十億ポンド縮小して、同ポートフォリオを約 10 十億ポンド減

の約 23 十億ポンドに削減するという 2014 年末目標の達成に向けて順調に進行している。具体的に

言うと、第１四半期にハイデルベルガー・レーベン、スコティッシュ・ウィドウズ・インベストメ

ント・パートナーシップ、およびサインスバリーズ・バンク株式の処分を完了した。 

2013 年下半期に TSB バンクを設立した後、引き続き TSB 事業の新規株式公開（IPO）の準備を進め

てきた。当局の最終承認を受ける必要があり、また市況に影響されるものの、現在、今年夏の IPO

実施に向けて順調に準備を進めている。 

2014 年内一杯のさらなる進展に向けて万全な体制 

当グループの英国を中心に据えてスリム化した低リスク・低コストのビジネスモデルは、顧客価値

の創出と英国繁栄への貢献を基本に設定されたものである。同モデルにより、英国経済の継続的回

復を支える反面、その恩恵を享受するとともに、2014 年内一杯さらなる進展を遂げる万全の体制

が整えられている。当グループの優先課題は、今やグループの再編・強化から、一段の合理化と成

長性の最大化に移りつつある。これは、引き続き持続可能な顧客価値と株主価値双方を創出するた

めである。 

 

アントニオ・ホルタ・オソーリオ 

グループ・チーフ・エグゼクティブ 
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基礎的ベースの連結損益計算書 

 

 

2014年３月31日
に終了した 
３ヵ月間 

2013年３月31日
に終了した 
３ヵ月間 増減 

2013年12月31日
に終了した 
３ヵ月間 増減 

 百万ポンド 百万ポンド ％ 百万ポンド ％ 

受取利息純額 2,811 2,552 10 2,918 (4)

その他の収益 1,718 1,857 (7) 1,754 (2)

基礎的収益合計 

(セント･ジェームズ･プレースを除く) 
4,529 4,409 3 4,672 (3)

セント･ジェームズ･プレース − 480  114  

基礎的収益合計 4,529 4,889 (7) 4,786 (5)

費用合計 (2,298) (2,408) 5 (2,525) 9 

減損 (431) (1,002) 57 (521) 17 

基礎的利益 1,800 1,479 22 1,740 3 

資産売却、負債管理およびボラティリティ項目 120 1,073  (468)  

合理化および TSB 費用 (466) (409)  (323)  

過去項目 − −  (2,130)  

その他の項目 (85) (103)  (98)  

税引前利益(損失)(法定ベース) 1,369 2,040  (1,279)  

税金 (207) (500)  197  

当期純利益(損失) 1,162 1,540  (1,082)  

１株当たり利益(損失) 1.6ペンス 2.2ペンス 
(0.6)
ペンス

(1.5)ペンス 
3.1

ペンス

銀行業務の純利ざや 2.32％ 1.96％ 36 bp 2.29％ 3 bp

利付バンキング資産の平均残高 4,915億ポンド 5,203億ポンド (6) 5,019億ポンド (2)

収益に対する経費率 

(セント･ジェームズ･プレースを除く) 
50.7％ 53.6％ (2.9)pp 54.0％ (3.3)pp

資産品質比率 0.35％ 0.80％ (45)bp 0.40％ (5)bp

リスク加重資産利益率 2.71％ 1.96％ 75 bp 2.55％ 16 bp

 



 

 - 40 -

 

貸借対照表－主要比率 

 

 
2014年３月31日 

現在 
2013年12月31日 

現在 増減 

 億ポンド 億ポンド ％ 

顧客に対する貸付金および前渡金１ 4,906 4,952 (1)

顧客預金２ 4,436 4,383 1 

預貸比率 111％ 113％ (2)pp 

資産合計 8,424 8,470 (1)

ランオフされた資産 297 333 (11)

ホールセールでの資金調達 1,300 1,376 (6)

ホールセールでの資金調達(期日到来が１年未満) 420 442 (5)

リスク加重資産３ 2,672 2,721 (2)

全面適用後の試算ベースの普通株式資本 Tier１比率４ 10.7％ 10.3％ 0.4pp 

バーゼルⅢ全面適用後の試算ベースのレバレッジ比率４，５ 4.5％ 3.8％ 0.7pp 

CRD IV 全面適用後のレバレッジ比率４ 4.1％ 3.4％ 0.7pp 

１株当たり有形資産純額 50.7ペンス 48.5ペンス 2.2ペンス 

 
１ リバース・レポ取引ゼロポンド(2013 年 12 月 31 日現在：1億ポンド)を除く。 
２ レポ取引 29 億ポンド(2013 年 12 月 31 日現在：30 億ポンド)を除く。 
３ 2013 年 12 月 31 日現在の比較数値は、2014 年１月 1 日現在の CRD IV 規則の影響を反映するため修正再表示されている。

2013 年 12 月 31 日現在適用されていた規則に基づき過年度まで計上されていたリスク加重資産の金額は、2,639 億ポン

ドであった。 
４ 2014 年３月 31 日現在の試算ベースの比率には、2014 年３月のハイデルベルグ・レーべンの売却完了に伴う AT1 の発行、

年金削減および保険事業からの追加配当が含まれる。2013 年 12 月 31 日現在の試算ベースの比率には、ハイデルベル

グ・レーべン、スコティッシュ・ウィドウズ・インベストメント・パートナーシップおよび当グループのサインズベリ

ーズ・バンク持分 50％の売却益が含まれていた。 
５ 2014 年 1 月に改訂されたバーゼルⅢレバレッジ比率フレームワークに準拠して見積られている。 
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最高財務責任者による財務実績の検証 

概要：基礎的収益性が大幅に改善、バランスシートも一層強化 

2014 年第１四半期も引き続き当グループの戦略を着実に実行した結果、以下のように基礎的収益

性とリターンがさらに改善した。基礎的利益は 22％増の 1,800 百万ポンドとなった。これは、収

益合計の減少が、費用の５％削減と減損の 57％改善によって十二分に埋め合わせされたためであ

る。比較対象である 2013 年の値を押し上げたセント・ジェームズ・プレースを除くと、基礎的収

益は３％増の 4.5 十億ポンド、基礎的利益は 73％増になる計算である。法定税引前利益は 1,369

百万ポンドになった。前年同期は 2,040 百万ポンドだったが、これには 776 百万ポンドの政府証券

売却益も含まれていた。 

当グループはバランスシートを一層強化する一方、リスクを削減したことから、全面適用後の試算

ベースの普通株式資本に関する Tier１（CET1）資本比率は 40 ベーシス・ポイント改善して 10.7％

に、バーゼル III 全面適用後の試算ベースのレバレッジ比率は 70 ベーシス・ポイント増加して

4.5％になった。他方、預金が高い伸びを示した上、ランオフ事業ポートフォリオの縮小を進めた

結果、預貸比率はさらに低下して 111％になった。 

基礎的収益合計 

 

2014 年３月

31 日に終了

した３ヵ月

間

百万ポンド

22013 年３

月 31 日に終

了した３ヵ

月間

百万ポンド

増減
％

2013 年 12

月 31 日に終

了した３ヵ

月間 

百万ポンド 

増減
％

     

受取利息純額 2,811 2,552 10 2,918 (4)

その他の収益 1,718 1,857 (7) 1,754 (2)

基礎的収益合計 

（セント・ジェームズ・プレースを除

く） 4,529 4,409 3 4,672 (3)

セント・ジェームズ・プレース - 480 114 

基礎的収益合計 4,529 4,889 (7) 4,786 (5)

銀行業務の純利ざや 2.32％ 1.96％
36 ベーシス・

ポイント 2.29％ 
3 ベーシス・

ポイント

利付バンキング資産の平均残高 

491.5 十億

ポンド

520.3 十億

ポンド (6)
501.9 十億

ポンド (2)

預貸比率 111％ 119％
(8)パーセン

ト・ポイント 113％ 
(2)パーセン

ト・ポイント

 

基礎的収益合計は、７％減（360 百万ポンド減）の 4,529 百万ポンドになった。これは、主として、

処分の影響が 2013 年で終わったためである。セント・ジェームズ・プレースの影響を除くと、基

礎的収益合計は３％増になる計算である。受取利息純額の高い伸びが、その他の収益の減少を帳消

しにしたためである。 

受取利息純額は 10％増の 2,811 百万ポンドになった。これは、純利ざやの改善を反映したものだ

が、その効果は、ランオフ事業ポートフォリオに起因する受取利息純額の減少によって一部相殺さ

れた。2014 年第１四半期の純利ざやは、前年同期比 36 ベーシス・ポイント増の 2.32％であった。

こちらは、預金利率の改善と資金調達コストの低下によるものだが、その効果は資産価格押し下げ

圧力によって一部相殺された。当グループは、現在、2014 年通年の予想純利ざやを約 2.40％に改



 

 - 42 -

善している。これは従来予想を約 10 ベーシス・ポイント上方修正した水準で、エンハンスト・キ

ャピタルノート（ECN）募集の恩恵、ならびに預金および資産のトレンドが予想を上回った恩恵を

反映したものである。 

セント・ジェームズ・プレースを除くと、その他の収益は 139 百万ポンド減（７％減）の 1,718 百

万ポンドにとどまる計算である。これは、ランオフ事業ポートフォリオの縮小および事業処分の影

響を一部反映したものである。コマーシャル・バンキング事業は、厳しい市場環境下でも回復力に

富む業績を示した。保険事業は、企業年金手数料に上限が課された影響（100 百万ポンド）、およ

び年初の洪水や嵐に起因する天候関連の保険金請求増加の影響（40 百万ポンド）を受けたが、こ

れらは高利回り資産の恩恵とリターンが予想を上回った恩恵により（双方で 90 百万ポンド）、一部

軽減された。 

費用合計 

 

2014 年３月

31 日に終了

した３ヵ月

間

百万ポンド

2013 年３月

31 日に終了

した３ヵ月

間

百万ポンド

増減
％

2013 年 12

月 31 日に終

了した３ヵ

月間 

百万ポンド 

増減
％

     

費用合計 2,298 2,408 5 2,525 9

収益に対する経費率（セント・ジェ

ームズ・プレースを除く） 50.7％ 53.6％
(2.9) パーセ

ント・ポイント 54.0％ 
(3.3) パーセ

ント・ポイント

収益に対する経費率 50.7％ 49.3％
1.4 パーセン

ト・ポイント 52.8％ 
(2.1) パーセ

ント・ポイント

合理化による節減の年換算額 1,584 1,007 57 1,457 9

 

費用合計は前年同期比５％減となった。合理化計画による費用節減、資産処分、ランオフ事業ポー

トフォリオにおける減少によるものだが、その効果はインフレと事業投資の増加によって一部相殺

された。 

セント・ジェームズ・プレースを除くと、費用は３％減、経費率は 2.9 ポイント減の 50.7％にな

る計算である。当グループは、TSB 経営費を除くと、2014 年通年の費用は約 9.0 十億ポンドに抑え

られると引き続き予想している。 

合理化はかなり進展しており、2014 年３月 31 日までに年換算額で 1,584 百万ポンドの費用節減を

達成するなど、2014 年末までの目標である 2.0 十億ポンド節減達成に向けて順調に進んでいる。 

減損 

 

2014 年３月

31 日に終了

した３ヵ月

間

百万ポンド

2013 年３月

31 日に終了

した３ヵ月

間

百万ポンド

増減
％

2013 年 12

月 31 日に

終了した 

３ヵ月間 

百万ポンド 

増減
％

     

減損繰入額合計 431 1,002 57 521 17

資産品質比率 0.35％ 0.80％
(45)ベーシス・

ポイント 0.40％ 
(5)ベーシス・

ポイント

減損貸付金が期末貸付金残高に占 5.7％ 8.0％ (230)ベーシ 6.3％ (60)ベーシス・
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2014 年３月

31 日に終了

した３ヵ月

間

百万ポンド

2013 年３月

31 日に終了

した３ヵ月

間

百万ポンド

増減
％

2013 年 12

月 31 日に

終了した 

３ヵ月間 

百万ポンド 

増減
％

     

める割合 ス・
ポイント

ポイント

減損貸付金に対する引当率 51.1％ 51.0％
10 ベーシス・

ポイント 50.1％ 
100 ベーシス・

ポイント

 

減損繰入額は 57％減少した。これは、主要貸付金ポートフォリオ全般およびランオフ事業ポート

フォリオの業績改善による。また減損繰入額の減少は、当グループの効果的なポートフォリオ管理、

堅実な信用リスク選好度、経済状況の改善、および低金利環境の継続を反映したものでもある。資

産品質比率（貸付金平均残高に対する減損率）は 35 ベーシス・ポイントで、これらの要因、引当

金の取崩し、およびランオフ事業ポートフォリオにおける低下を反映したものである。こうした力

強い業績を受けて、当グループは 2014 年通年の予想減損率を従来予想の 50 ベーシス・ポイントか

ら約 45 ベーシス・ポイントに改善した。 

減損貸付金が期末貸付金残高に占める割合は、前期末である 2013 年 12 月末現在の 6.3％から 2014

年３月末現在は 5.7％に低下した。これは、継続事業ポートフォリオとランオフ事業双方における

低下による。他方、減損貸付金に対する引当率は、50.1％から 51.1％に増加した。 

法定利益 

2014 年第１四半期の法定税引前利益は 1,369 百万ポンドであった。基礎的利益と法定利益間の調

整計算の詳細は、英文原文 13 ページを参照のこと。 

 

2014 年３月

31 日に終了

した３ヵ月

間

百万ポンド

2013 年３月

31 日に終了

した３ヵ月

間

百万ポンド

増減
％

2013 年 12

月 31 日に終

了した３ヵ

月間 

百万ポンド 

増減
％

       

基礎的利益 1,800 1,479 22 1,740 3

資産売却、負債管理、およびボラティリ

ティ項目：  

資産売却 126 47 (50) 

政府証券売却 – 776 1 

負債管理 – (87) (45) 

自己負債のボラティリティ 200 (19) (54) 

その他のボラティリティ項目 (2) (101) (214) 

保険事業から生じたボラティリティ (64) 462 31 

公正価値解消 (140) (5) (137) 

 120 1,073 (468) 

合理化および TSB 費用：  

合理化費用 (294) (214) (222) 

TSB 費用 (172) (195) (101) 

 (466) (409) (323) 
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2014 年３月

31 日に終了

した３ヵ月

間

百万ポンド

2013 年３月

31 日に終了

した３ヵ月

間

百万ポンド

増減
％

2013 年 12

月 31 日に終

了した３ヵ

月間 

百万ポンド 

増減
％

過去項目：  

支払補償保険引当金 – – (1,800) 

その他の規制上の引当金 – – (330) 

 – – (2,130) 

その他の項目：  

購入した無形資産の償却 (85) (103) (98) 

 85 (103) (98) 

法定税引前利益（損失） 1,369 2,040 (33) (1,279) 

税金 (207) (500) 197 

当期純利益（損失） 1,162 1,540 (25) (1,082) 

１株当たり利益（損失） 1.6 ペンス 2.2 ペンス

(0.6)
ペンス (1.5)ペンス 

3.1
ペンス

 

資産売却、負債管理、およびボラティリティ項目 

第１四半期の資産売却益純額には、スコティッシュ・ウィドウズ・インベストメント・パートナー

シップ売却完了に係る 105 百万ポンドも含まれている。自己負債のボラティリティによる 200 百万

ポンドの利益は、主に ECN に組み込まれているデリバティブの価値変動を反映したもので、保険事

業から生じたボラティリティによる 64 百万ポンドの損失は、主に株式リターンが長期予想を下回

ったことを反映したものである。 

合理化および TSB 費用 

第１四半期の合理化計画費用は 294 百万ポンドであったため、第１四半期末現在の累計は 1,985 百

万ポンドになった。当グループは、欧州委員会（EC）から命じられた TSB 事業の処分を引き続き進

めており、今年夏には TSB の新規株式公開（IPO）を計画している。ただし、IPO は当局の承認を

受ける必要があり、また市況に影響される。第１四半期の TSB 費用は計 172 百万ポンドで、建設費

および重複経営費が含まれている。設立から 2014 年３月末までの費用累計は 1,640 百万ポンドで

ある。 

支払補償保険 

2014 年第１四半期には引当金を積み増ししなかった。2014 年第１四半期の平均月次請求件数（支

払補償保険（PPI）対象外の請求を除く。）は約 42,000 件で、前期実績と当グループの今期予想の

双方を若干上回った。ただし請求増加の影響は、当局の請求支持率および平均補償費用が予想を下

回ったことにより概ね相殺されて、費用合計はほぼ予想通りの水準に収まった。第１四半期の費用

合計は 526 百万ポンドで、そのうち 159 百万ポンドは管理費用である。2014 年３月 31 日現在、

9,825 百万ポンドの引当金合計のうち、2,281 百万ポンドはまだ取り崩されていない。 

税金 

第１四半期の税金繰入額は 207 百万ポンドであった。これは、事業売却益が免税対象とされた結果、



 

 - 45 -

実効税率が英国の法人税率を下回ったことを反映している。 

自己資本比率およびリスク加重資産 

2014 年３

月 31 日現

在

2013 年 12

月 31 日現

在 増減
    

全面適用後の試算ベースの普通株式資本に関する Tier１資本比率(1) 10.7％ 10.3％ 

0.4 パーセ

ント・ポイン
ト

試算ベースの総資本比率(1)(2) 19.5％ 18.8％ 

0.7 パーセ

ント・ポイン
ト

バーゼル III 全面適用後の試算ベースのレバレッジ比率(1)(3) 4.5％ 3.8％ 

0.7 パーセ

ント・ポイン
ト

CRD IV 全面適用後の試算ベースのレバレッジ比率(1) 4.1％ 3.4％ 

0.7 パーセ

ント・ポイン
ト

新規自己資本規制を全面適用した普通株式等 Tier１自己資本比率 10.8％ 10.0％ 

0.8 パーセ

ント・ポイン
ト

リスク加重資産(2) 

267.2 十億

ポンド

272.1 十億

ポンド (2)

株主資本 

40.6 十億

ポンド

39.0 十億

ポンド 4

 _______________  
(1) 2014 年３月 31 日現在の試算ベースの比率には、その他 Tier１（AT1）自己資本の要件を満たす有価証券の発行の影響、

年金制度縮小の影響、および 2014 年３月のハイデルベルガー・レーベン売却完了を受けた保険事業による配当追加の影

響が含まれている。2013 年 12 月 31 日現在の試算ベースの比率には、ハイデルベルガー・レーベン、スコティッシュ・

ウィドウズ・インベストメント・パートナーシップ、およびセインスベリーズ・バンクにおける 50％の持分を売却した

恩恵が含まれている。 
(2) 2013 年 12 月 31 日現在の比較値は、2014 年１月１日現在の欧州資本要求指令（CRD）IV に基づく規制の影響を反映する

ため、修正再表示されている。 
(3) 2014 年１月現在の改正後バーゼル III に基づくレバレッジ比率の枠組みに従った見積り。 

当グループは資本ポジションを引き続き強化した。具体的には、基礎的利益の増加、保険事業によ

る配当追加、およびリスク加重資産の継続的削減により、新規自己資本規制を全面適用した試算ベ

ースの CET1 自己資本比率を 10.7％に引き上げた。試算ベースの総資本ポジションは 19.5％と依然

として盤石な上、ECN 募集により資本ポジション全体の質が大幅に改善された。 

また第１四半期には、リスク加重資産が減少した。これは主として、資産処分と外的経済要因によ

る。 

株主資本は増加した。これは、利益剰余金と準備金（主にキャッシュ･フロー・ヘッジ評価差額

金）の純増によるものだが、その効果は年金積立不足純額の増加によって一部相殺された。 

バーゼル III 全面適用後の試算ベースのレバレッジ比率は、前期末である 2013 年 12 月 31 日現在

の 3.8％から 4.5％に増加し、欧州資本要求指令（CRD）IV を全面適用した同比率は、3.4％から

4.1％に増加した。双方とも、2018 年から適用されるバーゼル委員会の最低比率案である３％を上

回っている。 

移行期の自己資本比率については、本報告書の付属４を参照。 
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ECN 交換の募集 

第１四半期に募集を開始して４月に完了した結果、当グループは、CRD IV に基づく新たな自己資

本の枠組みに準拠した中期的な追加的 Tier１（AT1）自己資本要件を満たすことができた。当グル

ープは、かかる一体化したの募集で、５十億ポンド相当（額面ベース）の ECN を買い戻す代わりに、

AT1 自己資本の要件を満たす新規有価証券 5.35 十億ポンドを発行した。 

かかる募集により、中期的な AT1 自己資本要件を満たしただけでなく、試算ベースのレバレッジ比

率も約 50 ベーシス・ポイント上昇して、当グループに対する格付機関の評価が改善した。また、

2014 年通年の純利ざやも約７ベーシス・ポイント改善する見込みである。AT1 自己資本の要件を満

たす新規有価証券の利払いは、準備金を取り崩した分配金として会計処理される。 

本交換により、第２四半期には、会計処理上約 1.3 十億ポンドが費用計上される見込みである。こ

れと、第１四半期における ECN 資本化のデリバティブの認識に伴い発生する 0.2 十億ポンドの利益

を合算して、正味約 1.1 十億ポンドが費用計上されることになる。かかる会計処理上の費用計上に

より、第１四半期には全面適用後の試算ベースの CET1 資本比率が、約 50 ベーシス・ポイント低下

した。 

当グループの確定給付年金制度の変更 

発表済みの確定給付年金制度の変更およびその他の措置の結果、第２四半期には約 0.7 十億ポンド

の利益が、当グループの基礎的業績以外の利益として報告される見込みである。これらの変更の結

果、将来、当グループの確定給付年金制度の評価額変動が低減することも予想される。年金制度等

の変更に伴う利益の恩恵で、全面適用後の CET1 資本比率が約 0.7 十億ポンド（24 ベーシス・ポイ

ント）改善する見込みで、当グループの試算ベースの自己資本比率にも算入されている。 

資金調達および流動性 

2014 年３

月 31 日現

在

十億ポンド

2013 年 12

月 31 日現

在 

十億ポンド 

増減
％

    

顧客に対する貸付金および前渡金(1) 

490.6 十億

ポンド

495.2 十億

ポンド (1)

顧客に対する貸付金および前渡金（ランオフ事業を除く）(1) 

465.5 十億

ポンド

467.5 十億

ポンド -

ランオフ事業の資産 

29.7 十億

ポンド

33.3 十億

ポンド (11)

リテール以外のランオフ事業の資産 

22.0 十億

ポンド

25.0 十億

ポンド (12)

資金調達された資産 

504.0 十億

ポンド

510.2 十億 

ポンド (1)

顧客預金(2) 

443.6 十億

ポンド

438.3 十億 

ポンド 1

ホールセールでの資金調達 

130.0 十億

ポンド

137.6 十億 

ポンド (6)

ホールセールでの資金調達（満期到来が１年未満) 

42.0 十億

ポンド

44.2 十億 

ポンド (5)

そのうち、短期金融市場での資金調達（満期到来が１年未満)(3) 18.8 十億 21.3 十億 (12)
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2014 年３

月 31 日現

在

十億ポンド

2013 年 12

月 31 日現

在 

十億ポンド 

増減
％

    

ポンド ポンド 

預貸比率 111％ 113％ 
(2)パーセン

ト・ポイント

一次流動性資産 

98.9 十億

ポンド

89.3 十億 

ポンド 11

流動性カバレッジ比率（LCR）の要件を満たす簿内流動資産 

95.0 十億

ポンド

88.9 十億

ポンド 7

 _______________  
(1) ０ポンド（2013 年 12 月 31 日現在：0.1 十億ポンド）のリバース・レポ取引を除く。 
(2) 2.9 十億ポンド（2013 年 12 月 31日現在：3.0 十億ポンド）のレポ取引を除く。 
(3) 2.4 十億ポンド（2013 年 12 月 31日現在：2.3 十億ポンド）の利ざや関連の残高、および 1.2 十億ポンド（2013 年 12 月

31 日現在：1.3 十億ポンド）の決済勘定を除く。 

 

貸付金および前渡金は、１％減の 490.6 十億ポンドになった。主要顧客セグメントの伸びが、ラン

オフ事業ポートフォリオにおける低下およびグローバル・コーポレート部門の返済によって帳消し

になったためである。 

第１四半期の中小企業（SME）向けの貸付金は、0.4 十億ポンド増の 27.6 十億ポンドを記録した。

これは前年同期比５％増にあたるが、それに対して市場は３％減であった。住宅ローンは 0.1 十億

ポンド増加した。第１四半期に新規貸付金ポートフォリオは 0.8 十億ポンド増加したものの、住宅

ローン専業会社のポートフォリオの 0.7 十億ポンド減少によって、一部相殺された。新規貸付金ポ

ートフォリオの増加は、前年同期比２％増にあたる。新規住宅ローン総額は 9.8 十億ポンドであっ

た。英国アセット・ファイナンス事業の貸付金および前渡金は 16％増加した。これは、基礎的事

業の力強い伸びと、今年発表された貸付取引後におけるジャガー・ランド・ローバー向け新規貸付

金ポートフォリオの大きな伸びを反映したものである。 

2014 年３月末現在、ランオフ事業の資産は 2013 年 12 月末比 11％減（3.6 十億ポンド減）の 29.7

十億ポンドであった。かかる減少は、主として、ランオフ事業ポートフォリオに含まれるリテー

ル・バンキング業務以外の高リスク要素における減少である。それらの要素は現在 22 十億ポンド

あるが、2014 年末までに約 15 十億ポンドに削減する見込みである。 

顧客預金は１％増の 443.6 十億ポンドになった。リレーションシップ・バンキング業務の預金が大

きな伸びを示したが、戦術的ブランドにおける減少よって一部相殺された。貸付金および前渡金が

減少した反面、預金が増加した結果、預貸比率が２ポイント改善して 111％になった。この改善に

より、第１四半期はホールセールでの資金調達額を 7.6 十億ポンド減の 130.0 十億ポンドに抑える

ことができた。そのうち 68％は、満期が１年を超えている。 

一次流動性資産が 98.9 十億ポンド（2013 年 12 月 31 日現在：89.3 十億ポンド）にのぼるというよ

うに、当グループの流動性ポジションは依然として盤石である。一次流動性資産の金額は、満期が

１年未満の短期金融市場での資金調達の約 5.3 倍、ホールセール市場での短期資金調達の約 2.4 倍

に達し、市場が混乱した場合には、重要なバッファー（緩衝材）になる。当グループは、一次流動

性資産に加えて、109.1 十億ポンド（2013 年 12 月 31 日現在：105.4 十億ポンド）という多大な二

次流動性資産も保有している。流動性資産合計は、ホールセール市場での短期資金調達の約 5.0 倍

にのぼる。 
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総括 

第１四半期は、基礎的利益、法定利益とも高水準に到達した。受取利息純額と純利ざやが拡大した

上、費用と減損がさらに削減されたが、その効果は、その他の収益を巡る厳しい環境および資産処

分の影響により一部相殺された。その一方、バランスシート・リスクの軽減、ならびに自己資本比

率およびレバレッジ比率の強化を引き続き進めた。これは、力強い持続可能な利益を期待でき、英

国経済の回復を支える体制を整えた低リスク銀行への転身を後押ししていよう。以上のことから、

下半期も引き続きプルーデンス規制機構（PRA）に配当再開を申請する見込みである。 

ジョージ・カルマー 

最高財務責任者 
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法定連結損益計算書(未監査) 

 
 

2014年３月31日に 
終了した３ヶ月間 

 
2013年３月31日に 
終了した３ヶ月間 

 百万ポンド  百万ポンド 

受取利息および類似収益 4,922  5,383

支払利息および類似費用 (2,204)  (4,926)

受取利息純額 2,718  457

受取手数料 939  1,158

支払手数料 (293)  (405)

受取手数料純額 646  753

トレーディング収益純額 1,698  12,893

保険料収入 1,996  2,105

その他の営業収益 506  1,858

その他の収益 4,846  17,609

収益合計 7,564  18,066

保険金 (2,935)  (12,167)

保険金控除後の収益合計 4,629  5,899

規制上の準備金 −  −

その他の営業費用 (2,910)  (3,000)

営業費用合計 (2,910)  (3,000)

営業利益 1,719  2,899

減損 (350)  (859)

税引前利益 1,369  2,040

税金 (207)  (500)

当期純利益 1,162  1,540

  

非支配持分に帰属する利益 14  15

株主に帰属する利益 1,148  1,525

当期純利益 1,162  1,540

  

普通株式１株当たり基本的利益 1.6ペンス  2.2ペンス

希薄化後普通株式１株当たり利益 1.6ペンス  2.2ペンス
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要約連結貸借対照表(未監査) 

 
 2014年３月31日現在 2013年12月31日現在 

 百万ポンド 百万ポンド 

資産 

現金および中央銀行預け金 51,946 49,915

トレーディング目的資産および損益を通じて公正価値で測定する 
その他の金融資産 

146,272 142,683

デリバティブ金融商品 29,890 33,125

貸付金および債権： 

銀行に対する貸付金および前渡金 19,603 25,365

顧客に対する貸付金および前渡金 490,583 495,281

債券 1,190 1,355

 511,376 522,001

売却可能金融資産 46,048 43,976

その他の資産 56,878 55,330

資産合計 842,410 847,030

 

負債 

銀行預り金 11,916 13,982

顧客預金 446,531 441,311

トレーディング目的負債および損益を通じて公正価値で測定する 
その他の金融負債 

50,642 43,625

デリバティブ金融商品 26,530 30,464

発行債券 81,723 87,102

保険契約および投資契約から生じる負債 111,065 110,758

劣後債券 31,814 32,312

その他の負債 41,225 48,140

負債合計 801,446 807,694

 

株主資本 40,611 38,989

非支配持分 353 347

資本および負債合計 842,410 847,030
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付属１ 

法定数値と基礎数値の調整 

下表は、法定数値から企業結合数値への調整であり、その指針は表紙裏(訳者注：原文のページ)

に記載されている。 

  ロイズ・ 
バンキング・
グループ 
法定 

 控除  
基礎的 
ベース 2014年３月31日   

買収関連 
および 
その他１ 

保険事業から
生じたボラテ
ィリティ 

保険事業 
グロスアップ

公正価値解消  

  百万ポンド  百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド  百万ポンド

受取利息純額  2,718  6 − (62) 149  2,811

その他の収益(保険金控除後)  1,911  (328) 64 32 39  1,718

基礎的収益合計  4,629  (322) 64 (30) 188  4,529

営業費用  (2,910)  572 − 30 10  (2,298)

減損  (350)  (23) − − (58)  (431)

利益  1,369  227 64 − 140  1,800

 

  ロイズ・ 
バンキング・
グループ 
法定 

 控除  
基礎的 
ベース 2013年３月31日   

買収関連 
および 
その他２ 

保険事業から
生じたボラテ
ィリティ 

保険事業 
グロスアップ

公正価値解消  

  百万ポンド  百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド  百万ポンド

受取利息純額  457  (39) − 1,975 160  2,553

その他の収益(保険金控除後)  5,442  (598) (462) (2,034) (12)  2,336

基礎的収益合計  5,899  (637) (462) (59) 148  4,889

営業費用  (3,000)  512 − 59 21  (2,408)

減損  (859)  21 − − (164)  (1,002)

利益(損失)  2,040  (104) (462) − 5  1,479

 

１ 資産売却(126 百万ポンドの利益)、ボラティリティ項目(198 百万ポンドの利益)、退職関連の合理化費用、IT および事業の

導入費用(294 百万ポンド)、EC が定めるリテール事業処分費用(172 百万ポンド)および購入した無形資産の償却(85 百万ポン

ド)の影響を含む。 
２ 資産売却(823 百万ポンドの利益)、ボラティリティ項目(120 百万ポンドの損失)、負債管理(87 百万ポンドの損失)、合理化

費用(214 百万ポンド)、EC が定めるリテール事業処分費用(195 百万ポンド)および購入した無形資産の償却(103 百万ポンド)

の影響を含む。 
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付属２ 

基礎的ベースの四半期情報 

 
当グループ  

2014年３月31日に 
終了した四半期 

 
2013年12月31日に
終了した四半期

2013年９月30日に
終了した四半期

2013年６月30日に 
終了した四半期 

 
2013年３月31日に
終了した四半期

  百万ポンド  百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド  百万ポンド 

受取利息純額  2,811  2,918 2,761 2,653  2,553

その他の収益  1,718  1,868 1,794 1,922  2,336

基礎的収益合計  4,529  4,786 4,555 4,575  4,889

基礎的収益合計(セント･ジ
ェームズ･プレースを除く) 

 4,529  4,672 4,537 4,525  4,409

費用合計  (2,298)  (2,525) (2,361) (2,341)  (2,408)

減損  (431)  (521) (670) (811)  (1,002)

基礎的利益  1,800  1,740 1,524 1,423  1,479

銀行業務の純利ざや  2.32％  2.29％ 2.17％ 2.06％  1.96％

資産品質比率  0.35％  0.40％ 0.51％ 0.57％  0.80％

リスク加重資産利益率  2.71％  2.55％ 2.14％ 1.93％  1.96％

収益に対する経費率 
(セント･ジェームズ･プレ
ースを除く) 

 50.7％  54.0％ 52.0％ 51.7％  53.6％

収益に対する経費率  50.7％  52.8％ 51.8％ 51.2％  49.3％
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付属３ 

ランオフされたポートフォリオの財務数値 

 
ランオフされたポートフォリオ  

2014年３月31日に
終了した四半期

  百万ポンド 

受取利息純額  (29)

その他の収益  128

基礎的収益合計  99

基礎的収益合計(セント･ジェームズ･プレースを除く)  99

費用合計  (102)

減損  (180)

基礎的利益  (183)

資産合計  29.7

リスク加重資産  29.4

預貸率(ランオフを除く当グループ)  106％

 

ランオフされたポートフォリオには、非リテール資産および国際リテール事業の帳簿残高が含まれる。過年度まで非コア・ポ

ートフォリオとして計上されていた残りの金額は、コンシューマー・ファイナンス事業 (ブラック・ホース事業およびドイツの

モーゲージの帳簿残高)およびリテール部門(終了した英国スペシャリスト事業のモーゲージ帳簿残高)に振替えられた。 
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付属４ 

暫定資本比率 

 

 
2014年３月31日 

現在 
2013年12月31日 

現在 増減 

   ％ 

普通株式資本に関する Tier１資本比率１ 10.9％ 10.1％ 0.8pp 

Tier１資本比率１ 12.3％ 11.5％ 0.8pp 

資本比率合計１ 19.1％ 18.5％ 0.6pp 

試算ベースの普通株式資本に関する Tier１資本比率１、２ 10.8％ 10.3％ 0.5pp 

試算ベースの CRD IV レバレッジ比率１、２ 4.6％ 4.0％ 0.6pp 

試算ベースのバーゼルⅢレバレッジ比率２、３ 5.1％ 4.4％ 0.7pp 

 
１ 2013 年 12 月 31 日現在の比較数値は、2014 年１月 1 日現在の CRD IV 規則の影響を反映するため修正再表示されている。 
２ 2014 年３月 31 日現在の試算ベースの比率には、2014 年３月のハイデルベルグ・レーベンの売却完了に伴う AT1 の発行、

年金削減および保険事業からの追加配当が含まれる。2013 年 12 月 31 日現在の試算ベースの比率には、ハイデルベル

グ・レーべン、スコティッシュ・ウィドウズ・インベストメント・パートナーシップおよび当グループのサインズベリ

ーズ・バンク持分 50％の売却益が含まれていた。 
３ 2014 年 1 月に改訂されたバーゼルⅢレバレッジ比率フレームワークに準拠して見積られている。 
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事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 

 

１ 事業内容の概要 

 
（注） ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーならびにその子会社および関連企業（以下「当グループ」とい

う。）の事業は、ロイズ・バンク・ピーエルシー（以下「当行」という。）に属しまたは当行によって所有されて
おり、また当行はロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー（以下「当行持株会社」という。）によって完全
に所有されている。そのため、下記の記載事項は、読者が当行の事業や当行と当行持株会社との関係の関連性を理
解する上で必要な、当グループおよび当行の双方に関連する情報である。 

 

ロイズ・バンキング・グループの事業および業務内容 

 

 当グループの業務は、リテール、コマーシャル・バンキング、ウェルス・アセット・ファイ

ナンス・アンド・インターナショナルおよび保険という４つのセグメントに分かれている。 

 

リテール部門 

 リテール部門は、英国で最大のリテール銀行業務を営んでおり、当座預金口座、貯蓄口座、

個人ローン、クレジットカードおよび住宅ローンの主要なプロバイダーである。ロイズ、ハリ

ファックスおよびバンク・オブ・スコットランドをはじめとする一連の強力なブランドを擁し、

英国最大級の支店網と無料ATM網を有する。  

 

コマーシャル・バンキング部門 

 コマーシャル・バンキング部門は、当グループの中小企業から大企業に至るビジネスクライ

アントを支援しており、その範囲は、中小企業（SME）、ミッド・マーケット、グローバル企業

および金融機関にわたる。コマーシャル・バンキングは、貸付け、預金およびトランザクショ

ン・バンキング・サービス等の中核的なバンキング商品の提供や、キャピタル・マーケッツ

（私募、社債およびシンジケート・ローン）、フィナンシャル・マーケッツ（外国為替、金利

管理、金融市場および信用取引）ならびにプライベート・エクイティに関する専門知識のクラ

イアントへの提供を通じて、法人顧客を支援している。 

 

ウェルス・アセット・ファイナンス・アンド・インターナショナル部門 

 ウェルス事業は、英国および海外における、プライベート・バンキング、ウェルス・マネジ

メントおよびアセット・マネジメント事業で構成されている。 

 アセット・ファイナンスは、レックス・オートリースならびに消費者金融（ブラック・ホー

ス・モーターおよびパーソナル・ファイナンス）を含む主に英国における多くのリース事業や

特別融資事業で構成されている。 

 インターナショナル事業は、当グループのコマーシャル・バンキング部門によって管理され

ている北米の法人事業を除く、英国外における当グループの国際銀行業務で構成されている。

これらは、主に、アイルランド、リテール欧州およびアジアで占められている。 
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保険部門 

 保険部門は、生命保険、年金、投資商品および損害保険商品を提供している。 

 

２ 主要な経営指標等の推移 

 
 2013年 2012年１ 2011年 2010年 2009年

各年12月31日に終了した事業年度 

の連結損益計算書のデータ 

（単位：百万ポンド）  

保険金控除後の収益合計 18,710 20,406 22,585 25,278 12,561

営業費用合計2 (15,075) (15,767) (16,022) (13,236) (12,523)

営業利益 3,635 4,639 6,563 12,042 38

減損 (2,741) (5,149) (8,094) (10,952) (4,416)

税引前利益(損失) 894 (510) (1,531) 725 (4,378)

当期損失 (366) (1,231) (795) (93) (2,773)

株主に帰属する損失 (402) (1,315) (868) (155) (2,797)

各年12月31日現在の連結貸借対照 

表のデータ 

（単位：百万ポンド）  

株式資本 1,574 1,574 1,574 1,574 1,547

株主資本 43,739 46,298 50,599 46,891 13,420

顧客預金 441,311 426,912 424,377 416,276 193,045

劣後債券 33,534 37,590 37,330 29,609 15,999

顧客に対する貸付金および前渡金 495,281 517,225 584,237 611,089 245,226

資産合計 862,004 952,463 988,366 1,008,732 572,980

各年12月31日現在の資本比率(％)3, 4  

資本合計比率 22.2 16.5 14.8 14.1 11.8

Tier１資本比率 17.0 15.8 14.3 12.2 10.4

 

１ 修正再表示済み。 

２ 2009年の営業費用合計については、その財政および評判の状態を支え、ロイズ・バンキング・グループの銀行

業務の統合を促進するための、同じく銀行子会社であるバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシーへの支払い

が含まれる。 

３ 資本比率はバーゼルIIの基準に従ったものである。2009年12月31日現在における資本比率は、当行の2010年中

間財務書類において、売却可能資産にかかる再評価剰余金に関する前年度調整額を反映するため、修正再表示され

ている。 

４ 2012年12月31日現在の比較数値については、IAS 19RおよびIFRS 10の施行を反映するための修正再表示はなさ

れていない。 

 




